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フォードが COMPUTEX に出展
COMPUTEX TAIPEI 2012レポート

Taipei Computer Association 東京事務所 駐日代表 吉村 章

アメリカ/ラスベガスで開催される世界最大の民生用電子機器見本市 International CES（米国家電
協会主主催/1月）、ドイツ/ハノーヴァーで開催される国際情報通信技術見本市である CeBIT

（Deutsche Messe AG 主催/3月、毎年6月に台湾で開催される COMPUTEX(TCA/TAITRA 主催)
はこの2つの国際 IT 見本市と肩を並べるほど影響力を持つイベントとなった。

その COMPUTEX が大きな変化を見せつつある。パソコンの展示会からデジタル家電の展示会
へ、さらには通信、クラウド、メディカル、クリーン/グリーンへとこれまでもさまざまな分野への広
がりを見せてきた。今、筆者が注目するのは EV（電気自動車）分野への広がりだ。携帯電話からス
マートフォンへ、インターネット端末ではスマートテレビが注目を集めているように、メルセデスな
ど自動車メーカーが提唱する「スマートビークル」が新しい分野を形作りつつある。カーエレクトロ
ニクスと IT 機器とがどう融合していくのか、さらに今後どのような市場を形作っていくかに注目し
たい。

■「その年のクリスマス商戦で何を売るか」
世界中から買い付けに集まるバイヤー

ア ジ ア 最 大 の 規 模 を 持 つ COMPUTEX
TAIPEI は今年で 32 周年を迎える歴史のある展
示会である。デジタル機器の歩みと共に、その時
代の変遷に応じて変化を遂げてきた。

90 年代後半には世界のパソコン工場として台
湾メーカーの OEM 生産が市場では不可欠になっ
ていく。また、2001 年を境にノートブック PC の
生産が一気に中国に移行し、台湾はパソコン周辺
機器をはじめさまざまなデジタル機器の OEM 生
産を一手に請け負うようになっていく。目まぐる
しく変化する市場のニーズに応じて新しいトレン
ド 製 品 が 次々 に 発 表 さ れ る 場 と し て、
COMPUTEX が世界中から注目されるように
なった。COMPUTEX に海外からたくさんのバ
イヤーが訪れるのは、それぞれの時代で最先端の
IT 機器を揃えた見本市であり続けたことが大き

な要因である。
今年の COMPUTEX は6月5日（火）から6月

9日（土）まで5日間の会期で開催された。出展
企業数は 1,796 社、出展規模は 5,295 ブース。主
催者の最終発表によると、来場者総数は 130,013
人となっている。このうち海外からのバイヤー登
録は 35,743 人、169 の国と地域から今年もたくさ
んのバイヤーが COMPUTEX を訪れている。
「来場者総数よりも海外から集まるバイヤーの

数に注目していただきたい」と展示会運営スタッ
フは強調する。主催者の発表によると国と地域別
では、日本、アメリカ、中国、香港、韓国がトッ
プ5。それにシンガポール、マレーシア、ロシア、
ドイツ、タイが続く。特に、中国人来場者が前年
比 7.1％増と急増。ここ数年、中国企業の出展も
増え、ますます存在感を示している。

日本国内ではこれほどの外国人バイヤーが集ま
る展示会はない。そもそも日本国内の展示会と
COMPUTEX では展示会自体に大きな性格の違
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いがあるようだ。COMPUTEX の大きな特徴は、
展示会が「買い付けの場」であるという点である。
世界中から集まるバイヤーに台湾製品を買い付け
ていってもらうための展示会であり、純粋な「ト
レードショウ」である。
「その年のクリスマス商戦に何を売ったらいい

か、そのトレンドを知り、世界中から集まるバイ
ヤーが具体的な商品を買い付けていくのが
COMPUTEX です」と展示会運営スタッフのコメ
ント。会期中におよそ 280 億ドルの商談が行われ
る。

出 展 企 業 は Acer（宏 碁）、ASUS（華 碩）、
Gigabyte（技嘉）、Microstar（微星）など国内大手
IT ベンダーをはじめ、中堅中小からベンチャー
企業まで、各社とも COMPUTEX を最も重要な

「製品発表の場」と位置付けている。
国内市場が小さい台湾では海外での市場開拓が

生き残りの道である。COMPUTEX に出展して
いる中小企業の経営者は「COMPUTEX にブース
を確保することが必須。ビジネスの前提条件」と
まで言う。別のブース担当者は「COMPUTEX に
出展できるかどうか、これが企業の死活問題なん
です」ともコメントする。
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【写真1】COMPUTEX2012 の会期は6月5日（火）～6月9日
（土）までの5日間。台北に世界貿易センターの第一ホール、第二
ホール、第三ホール、台北国際会議センター、さらに南港会場を加
えて5つの会場で盛大に開催された。（写真は南港ホール）

【写真2】COMPUTEX は台湾製品を世界に売り込む国策的な展
示会である。台北市長時代から毎年開幕式典には必ず駆けつける
馬英九総統。（写真中央）

【写真3】32 年前、国内イベントとしてのコンピュータショウと
して始まった COMPUTEX であるが、1990 年代に入ると台湾が世
界のパソコン工場として注目を集めるようになり、COMPUTEX
も海外バイヤー向けのトレードショウに変貌を遂げていった。

【写真4】COMPUTEX への出展は基本的に台湾企業が優先。新
製品の発表の場であり、世界中から集まるバイヤーの購買の場で
あり、台湾製品輸出のショウケースとしての役割を担い、生産拠点
と市場とのパイプ役として世界 ICT 産業発展の舵取りを続けた。
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【写真5】「名を捨て実を取る」が台湾企業の信条。自社のブラン
ドにこだわるより、OEM 方式（生産代行/受託生産）で量産技術を
武器に高品質の製品を低コストで作り、世界市場に供給する。

【写真6】OEM（受託生産)から OEM(オリジナルデザイン)方式
へ。設計は台湾メーカーが手がけ、HP、DELL などのメジャーブ
ランドのロゴで世界中にパソコンを売りさばく。

【写真7】169 の国と地域からバイヤー登録者数は 35,743 人。
(2012 年実績)世界中から集まるバイヤーは単なる情報収集ではな
く、実際に製品の買い付けに来る。つまり、トレードショウである
ことが COMPUTEX の大きな特徴だ。

【写真8】昨年、東日本大震災の影響もあり激減した日本からの来
場者は今年は前年比 11.5％の増加となった。およそ 4,000 人の日
本人が COMPUTEX2012 を訪れている。増加傾向ではあるが、来
場者数から言うと本来の数字に戻ったというところだろう。

【写真9】会期中に開催される「マンツーマンマッチング」(調達
商談会)では、会期中に毎年1億米ドル以上の商談を創出してきた。
今年の数字はまだ発表されていないが、昨年の展示会では会期中
におよそ2億 2,000 万米ドルの商談が生まれ、バイヤーとベンダー
の絶好の出会いの場として高い評価を得ている。

【写 真 10】ASUS (華 碩）、Acer (宏 碁）、Gigabyte（技 嘉）、
Microstar(微星）など国内大手 IT ベンダーをはじめ、中堅・中小
からベンチャー企業まで、各社とも COMPUTEX を最も重要な「製
品発表の場」と位置付けている。



■今年の COMPUTEX はインテルのウルト
ラブック（Ultrabook）とマイクロソフト
のWindows8 が注目を集めた
ウルトラブック（Ultrabook）とは、昨年の

Computex2011 でその概要が発表されたインテル
が主導する新しいノートブック PC のモデルの総
称である。現在のノートブック PC の性能をその
ままに、タブレット機器の機能を兼ね備え、さら
に薄型軽量で洗練されたデザインでありながら、
極めて高い応答性とセキュリティー機能を実現す
るというのが定義。各社が競って自社開発のモデ
ルを発表している。マイクロソフトは直接的に規

格 に は 関 わ っ て い な い が、OS に は 通 常
Windows7、または Windows8 が搭載され、今年
の COMPUTEX では Windows8 モデルが数多く
発表された。

ウルトラブック（Ultrabook）の定義を改めて整
理してみると、本体の厚さは 14 型以上の場合は
21mm 以下、14 型未満の場合は 18mm 以下。基
本的に DVD やブルーレイなどのポータブル光学
ドライブは内蔵されていない。バッテリー駆動時
間は5時間以上で、8時間以上が奨励されている。
入出力には Wi-Fi 機能のみが必須とされている。
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【写真 11】各社が競ってウルトラブック(Ultrabook)の新機種を発
表。インテルブースでは各社の新機種が華やかに並んだ。

【写真 12】マスコミの注目はウルトラブック(Ultrabook)と
Windows 8に集中した感がある COMPUTEX2012 である。日本
で報道された COMPUTEX 関連記事もこの2つの話題に集中し
た。

【写真 13】ASUS のモデル、今年の COMPUTEX でアワードを獲
得した製品。ASUS はタブレットタイプでキーボード着脱式のモ
デルを発表してきているが、今回はさらにさらに天板の両面に液
晶を備えた2画面ノートを展示した。

【写真 14】は画面が回転するタイプ、キーボードを操作しながら
相手側に画面を見せることができる。ASUS では画面が表と裏と
両面に2枚あるタイプを発表。注目を集めていた。



アイビー・ブリッジ世代以降は、これに加えて
USB3.0 への対応も必須とされる。ラピッド・ス
タート・テクノロジー等の搭載によるハイバネー
ション状態からの7秒以内の復帰の実現させなけ
ればならない。

ネットブック（Netbook）が液晶の解像度やメ
モリ容量、搭載 OS などでいろいろと条件があっ
たのに対し、ウルトラブック（Ultrabook）は本体
の厚さ、バッテリー駆動時間、高速な応答性以外
には、特に大きな縛りはない。2011 年の年末頃か
ら 続々 と 市 場 へ の 投 入 が 始 ま り、今 年 の

COMPUTEX ではパソコン各社からこのウルト
ラブック（Ultrabook）のさまざまな製品が発表さ
れている。

■サムソン（Samsung）の存在感
今年の COMPUTEX で注目を集めたのはサム

ソン（Samsung）の出展である。主催者によると
今年の COMPUTEX でサムソン（Samsung）は
70 ブースでの出展を計画していたという。しか
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【写真 15】スライド式で画面を上にしてスライドを畳むとそのま
まタブレットとして使うことができる。東芝や MSI がこうした液
晶スライド型のマシンを展示していた。

【写真 16】サムソン(Samsung)の自信作で画面が外せるタイプ。
基本的に他の液晶一体型同様据え置きで使うが、前述の通り液晶
部分を取り外してタブレットとしても使える。このタイプのモデ
ルは ASUS など他の PC メーカーからも製品が発表されていた。

【写真 17】通常はノートブック PC、画面を外すとタブレット、さ
らに本体の裏側にスマートフォンのドッキングステーションがあ
り、ここにスマートフォンを装着することもできるモデル。昨年
発表された製品だが、ASUS ブースでは特別の展示コーナーが作
られて展示されていた。Padfone と名付けられた。

【写真 18】Padfone は台湾での市場価格はおよそ2万元（6万円/
日本円）、実際に販売されているショップを見学するために光華商
場に探しに行ったが、人気機種でショップでは品切れ状態。入荷
待ちの状況であるという。ショップの販売員にカタログだけ撮影
させてもらった。



し、それほど大きなスペースが準備できないこと、
さらに本来 COMPUTEX とは台湾企業が台湾製
品を世界に発表する場であり、インテルやマイク
ロソフトなど台湾企業との重要なパートナーと
なっている企業を除いて、それほど大規模な出展
には前例がなく応じられないという理由でサムソ
ン（Samsung）側の要求の半分程度の規模の出展
となった。

毎年1月にアメリカのラスベガスで開催される
International CES で は 常 連 の サ ム ソ ン

（Samsung）であるが、COMPUTEX でこれほど
大きなパビリオンを構えて出展を行うのは初めて
である。

サムソン（Samsung）はギャラクシーシリーズ
などスマートフォンの売れ行きが好調な上に、タ
ブレットやノートブック PC など豊富なライン
ナップで世界的な販売戦略に打って出ている。世
界中からバイヤーが集まる COMPUTEX は、サ
ムソン（Samsung）にとってその存在感を内外に
示し、好調の波に弾みをつけるためにも力の入っ
た出展だった。

一方、日本企業は以前に比べてまったく存在感
を 失 っ て い る。先 ほ ど も 述 べ た よ う に
COMPUTEX とは台湾企業が台湾製品を世界に
発表する場である。本来は海外からの出展は一定
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【写真 19】インテルブースでの技術出展。AR 技術を使ったアプ
リケーションの紹介が行われていた。

【写真 20】マイクロソフトブースではモーションセンサーの技術
出展。近い将来、こうした技術がスマートテレビなどに応用され
る。 【写真 21】大きなパビリオンでスマートフォン、タブレット、ノー

トブック PC などさまざまな製品を出展したサムソン（Samsung）、
南港ホールの中でもひときわ存在感があった。

【写真 22】CES や CeBIT では常連のサムソン（Samsung）も
COMPUTEX での大規模な出展は今回が初めてになった。



の基準による審査があり、ハードルが高い。実は
誰でも出展できるという展示会ではなく、基本的
には台湾ベンダーが優先なのである。

しかしながら、インテル、マイクロソフト、TI
（Texas Instruments）など一部の大手企業は
COMPUTEX にパビリオンを構えるのが恒例に
なっていて、主催者側もこうした企業は例外とし
ては積極的に出展を働きかけている。日本企業も
かつては日立、富士通、NEC など大手電気メー
カーが出展していた。しかし、ここ数年徐々に存
在感をなくしつつある現状だ。

■フォードがCOMPUTEXに参戦
米フォードモーターが自動車メーカーとしては

初めて COMPUTEX TAIPEI に出展した。32 年
と な る 歴 史 の 中 で 自 動 車 メ ー カ ー が
COMPUTEX に出展するのはこれが初めて。会
場の展示ブースには山吹色の流線型をしたボディ
を持つ Evos(エヴォス)が運び込まれ、国際会議
場の正面ロビー左手の展示ブースに置かれた。こ
れまでの COMPUTEX でもディスプレイ用に自
動車が持ち込まれることはあったが、自動車メー
カーがコンセプトカーを持ち込んで本格的に出展
するのは初めてである。

マスコミ各社は挙って「自動車業界初の
COMPUTEX 参戦はフォード！」、「COMPUTEX
に『雲端汽車』（クラウドカー）登場」、「自動車メー
カーがコンセプトカーで本格的な出展」といった
見出しで報道した。「パーソナル・クラウド」に
よってユーザーの自宅と職場、さらには車をシー
ムレスにつなぐというのがコンセプトだ。クラウ
ドでつながる車の未来を示唆する。

Evos（エヴォス）は米フォードモーターが開発
した次世代プラグインハイブリッド・コンセプト
カーである。2011 年9月 17 日からドイツのフラ
ンクフルトで開催された「第 64 回フランクフル
ト国際モーターショー（IAA）」でお披露目された。

COMPUTEX ではフォードが自動車ショウでは
なく IT の展示会に Evos（エヴォス）を持ち込ん
で展示したというところが面白い。

Evos（エヴォス）の動力はプラグインハイブ
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【写真 23】自動車メーカーとしてはフォードが初めての本格的な
出展となった。Evos(エヴォス)が国際会議場の正面入り口、ロ
ビー左手のブースに運び込まれた。

【写真 24】フォードの出展を歓迎する馬英九総統。世界中から集
まるマスコミがフォードが世界に発信するメッセージを報道する。
この一枚の写真だけで出展の費用対効果は十分（？）と言えるだろ
う。COMPUTEX に集った記者が世界中に報道する。

【写真 25】4枚のガルウィングを持った Evos(エヴォス)、展示の
場が自動車ショウではなく COMPUTEX であるというところが面
白い。



リッド。目的地に応じてバッテリー走行とガソリ
ン走行を自動的に切り替えることができる。地図
情報、地域別排ガス規制、天気情報などはクラウ
ドから取得する。二次電池はリチウムイオンバッ
テリーで、フォードによると、最大 800km 以上の
航続距離が可能であるという。

回転対称のガルウィングとハイテクを備え、一
見すると2ドアクーペに見えるフォルムでありな
がら、ガルウイングドアは4枚あり、斬新なデザ
インとなっている。ボディサイズは、全長 4500
×全幅 1970 ×全高 1360mm、ホイールベース
2740mm というコンパクトなボディであるが、十
分に存在感がある。

ドアを開けると遠くからでもすぐわかる迫力あ
る4ドア・ガルウィングが目を引く。車の内部は
4シーターのレイアウトを採用がドライバー重視
の空間となっている。次世代のスポーツクーペを
提案した1台だ。フォードよるとこのフロントマ
スクに次世代フォード車のデザインコンセプトが
あるという。躍動感のある流線的フォルムと
シャープで骨太なフロント・フォルムフォルムが
特徴的だ。
「雲端汽車」（クラウドカー）というだけあって、

その性能は斬新的だ。この車の最も大きな特徴は
クラウド技術がドライバーを支援することだ。
Evos（エヴォス）はコンセプトカーであるが、車
の運転がいかに進化するか、未来の車の方向性を
フォードが IT を通じて示すものである。

Evos(エヴォス)はドライバーが持っている PC
やスマートフォン、スマートテレビなどの端末の
ひとつとして機能する。つまり、各種オンライ
ン・サービスを経由してドライバーの個人情報や
ドライバー本人のコンディションがクラウドサー
バーに接続されているのである。

ドライバーの運転操作の好みやシート位置、空
調、オーディオといった車載データと、クラウド
ベースのスケジュール管理、音楽、天気、車車間

情報などとを融合し、IT 技術を統合した新しい
車の使い方を提案する。

プレゼンでは、朝食を食べていたときと同じラ
ジオ番組を車の中でも自動的にスイッチが入った
り、家を出る時のガレージの開け閉めや通勤時に
混雑するルートの回避設定をしてくれたり、その
日その日のコンディションによって帰宅ルートを
計算して自動的に設定される。

スケジュールに従って家を出る出発時間を予測
したり、車内のエアコン設定も出発時に快適温度
になるように自動設定をしてくれたり、エアコン
の起動設定や温度設定も自動だ。夜に高速に入る
と、真夜中のドライブで聞いたお気に入りのメロ
ディが流れてくる（？）とプレゼンでは説明する。
そこまで必要（？）と思えるくらいの至れり尽く
せりの機能が詰め込まれている。

フォードの説明では、ハイテクコンセプトカー
として注目すべき性能は、パワートレインの制御
でドライバーが意識しなくても、燃費効率の高い
走行を車が考えて可能にする点である。走行状況
に合わせてパワートレイン、ステアリング、サス
ペンション、ブレーキをそれぞれ運転に最適の状
態を自動的に維持し、それらが統合制御されると
いう。

ドライバーの運転特性を知ることであらかじめ
設定した行き先までの通行パターンを自動的に計
算し、燃料を最大限節約できるようにエンジンの
動力も調整する。ガソリンモーターとリチウムイ
オンバッテリーで合わせて走行距離は 800km 強
となっている。十分な航続力だといえる。

車はドライバーの運転をモニターし、運転パ
ターンや運転の癖を学習する。この運転特性や日
常の習慣を記憶し、それらのデータを蓄積する。
そして、ドライバー個人の必要性や欲求に合わせ
た予測や対応を行う。ドライバーにかかる運転中
のドライバーのストレスをできるだけ軽減システ
ムが自動的に働き、走行中は常にドライバーの運
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転特性を情報として蓄積していく。
こうしてデータは毎回ごとに次の運転時に反映

され、つまりドライバーの特性を学習しながら車
も進化していくわけである。

■グッと現実路線に近づけた AppLinks 搭
載のニューフォーカス(FOCUS)
展示者のドアには大きな文字で「SYNC」のロ

ゴがある。「SYNC」とはフォードとマイクロソ
フトが共同開発したプラットフォームである。メ
ディアプレイヤーや Bluetooth 携帯電話といった
デジタルデバイスを車内で利用するときのプラッ
トフォームとなる。SYNC は専用の車載コン
ピューターがデジタルデバイスのハブとなりイン
ターフェイスとなる。音声入力や携帯電話ハンズ
フリー通話などが可能だ。

また、フォードは、スマートフォンのアプリを
音声コントロールする「AppLinks」を、アジア地
区に導入すると発表した。AppLinks はすでに北
米で導入されており、フォードは今後、世界の各
ローカル市場において、SYNC AppLinks と接続
するスマートフォン・アプリを推進する。

SYNC は既に 400 万ユーザーの利用実績があ
るサービスで、今回は中国語にも対応したことを
発表した。これを機にさらにユーザーを拡大、

2015 年までに 900 万ユーザーを獲得するという
目標を掲げている。

SYNC はマイクロソフトが開発したフォード
車専用車載システムで、ドライバーはほぼ全ての
機種の携帯電話や携帯デジタル音楽プレイヤーを
音声やハンドル上のボタン、カーオーディオから
操作可能になる。ドライバーは携帯電話や携帯デ
ジタル音楽プレイヤーとの互換性を心配すること
なくシームレスな接続が可能となり、また、
SYNC 自身をアップグレードすることにより最
新の機器やサービスのサポートを追加することが
可能となる。アップグレードが可能で、音声によ
る携帯型電子機器の操作が可能であること、そし
て USB によるストレージデバイスの接続や充電
が可能であることが特徴である。

具体的には、音声認識によるハンズフリー通話、
着信音の個別設定、電話帳への自動転送機能、携
帯電話で受信したテキストメッセージを音声に変
換して読み上げられることもできる。中国語にも
対応し、デジタル音楽プレイヤーや携帯電話、
USB 接続された機器に保存されている音楽デー
タを、ジャンル、アルバム、アーティスト、曲名
別に簡単な音声指示により作動させることができ
る。

さらに、車に乗り組んだときにハンドル上の
「Telephone」ボタンを押すだけで SYNC の
Bluetooth 機能による通話となり、携帯電話での
通話を中断することなく会話が続けられる機能な
ど、外部の IT 機器と車とを繋ぐインターフェイ
スの役割を果たすのが SYNC である。

また、発信者番号通知、保留、会議機能、着信
履歴、電話帳、電波状況表示やバッテリー残量表
示といった様々な携帯電話の機能をカーオーディ
オのディスプレイに表示させ、タッチパネルを操
作することによって携帯電話と同じようにそれら
の機能を利用することができる。自動車業界と家
電業界との懸け橋となるソフトウェアとして
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【写真 26】フォードとマイクロソフトが共同開発したプラット
フォームである SYNC を搭載したニューフォーカス(FOCUS)。
ドアには大きな文字で「SYNC」のロゴがある。



SYNC は 2007 年から開発が進められてきた。
フォードは早い時期から外部の新しい IT 技術

を積極的に取り入れることに積極的だった。それ
は EV の開発以前にまで遡る。SYNC はそのひと
つであり、これまでマイクロソフトと二人三脚で
開発を進めてきた。USB ケーブルなどで接続し
たスマートフォンの通信機能を使い、ナビにデー
タを取り込んだり、インターネットラジオを聞い
たりできる機能だ。性能的な先進性はともかく
COMPUTEX という世界の目が注目する場で技
術をアピールする演出はすばらしい。

COMPUTEX におけるカーエレクトロニクス
分野での出展は、大きく交通インフラ分野と車載
分野に分けることができる。特に、ナビや GPS
技術を応用した製品の出展は、2007 年前後から始
まった。ここ数年、IT 機器の通信機能が劇的に
進化したのに伴って、車載 IT もさまざまな製品
の可能性が提案されている。

さらに、EV の時代が目前に迫ってきた今、こ
れまでカーエレクトロニクスとは直接関係のな
かった企業が新たな出展をするケースも増えてい
る。ブームの続くスマートフォンアプリの市場で
も、今年は EV 向けのアプリが続々と登場してい

る。
AppLinks は SYNC の拡張機能であり、SYNC

の音声認識機能を使って、スマートフォンアプリ
を制御できるようにする。今後は、アジアのアプ
リ開発者に働きかけて、よりたくさんの対応アプ
リを開拓するという。

■台湾政府が旗振り役となっている EV分野
での産業振興
スウィッチング電源などで有名な台湾のデルタ

電子は、EV 関連の開発に積極的に取り組んでい
る。今回の COMPUTEX では実際の EV（電気自
動車）をブースに持ち込んでの出展で、急送充電
スタンドを出展している。たいへんインパクトが
ある展示だった。世界最大の電源メーカーである
デルタ電子「強み」は、パワートレインを自社で
一式開発して提供できる点だ。生産は中国工場で
ある。中国国内ではすでに EV 用のパワートレイ
ンに関するインフラ構築の商談を進めているとい
う。

台湾はここ数年 EV インフラ分野で積極的な産
業振興策を進めている。台湾政府傘下にはいくつ
か研究機関がある。工業技術研究院、車輌研究測
試中心、金属工業研究発展中心、中山科学研究院、
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【写真 27】SYNC は既に 400 万ユーザーの利用実績があるサービ
スで、今回は中国語にも対応したことを発表した。これを機にさ
らにユーザーを拡大、2015 年までに 900 万ユーザーを獲得すると
いう目標を掲げている。

【写真 28】ブースで SYNC のさまざまな機能を紹介するフォード
の技術スタッフ。今後もさらなる利便性を求めて IT 技術と自動車
の融合が進む。



華創車電技術中心など。これらが TAAC（台湾・
オートモービル・リサーチ・コンソーシアム）を
組織し、連携して EV 研究開発を推進している。
国策的な取り組みである。欧米有名大学院で学ん
だ技術系エリートたちを呼び返し、そうした頭脳
を集約して、EV の基礎開発、欧米中と EV 関連
規格の標準化等についての交渉を行なっている。

民間企業とは 75 社がモーター・インバータ部
門、二次電池・充電器部門、車体構造部門、そし
て台湾がリチウムイオン二次電池の安全対策部門
など4分野で共同研究を行なっている。日本自動

車研究所（JARI）に相当する車輌研究測試中心で
は、2014 年までに EV 専用の TERTEC（台湾・エ
レクトリック・リサーチ＆テスティングセンター）
が完成する予定。EV の各種規格について、中国
の CATRC（中国汽車技術研究中心）、アメリカの
SAE（自動車技術会）とも連携を強化していくと
いう。台湾の EV 周辺産業も目が離せない。

■フォードに続き、独自動車メーカーも
COMPUTEX2013 出展の動き
フォードは世界最大の家電の展示会である

International CES にも出展している。今年の
CES（会期 2012 年1月 10 日～1月 13 日）では、
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【写真 29】世界最大の電源メーカーであるデルタ電子「強み」は、
パワートレインを自社で一式開発して提供できる点だ。

【写真 30】携帯電話がモジュール化されて誰でも作れるように
なっていったように、EV メーカーが乱立する時代が来る（？）、デ
ルタは「強み」を活かしてパワートレインの大量生産を目指す（？）

【写真 31】デルタ電子が開発した急速充電スタンド。台湾では政
府が旗振り役になり、次世代の産業を国策的に育てる動きが進ん
でいる。

【写真 32】来年の COMPUTEX2013 は EV 時代の幕開けを予感



主力車種 Fusion（フィージョン）のプラグインハ
イブリッドモデルを発表するなど、自動車メー
カーの中でも IT 分野のイベントに積極的に出展
し、IT と自動車の融合に積極的に関わってきた
企業である。CES ではもはや常連の出展企業と
いってもいいだろう。COMPUTEX への出展も
こうした取り組みの一貫と見てよい。

また、CES ではドイツのダイムラーやアウディ
も展示会場にブースを構えたり、記者会見や講演
を行ったりしている。自動車メーカーにとってデ
ジタル家電の展示会である CES は無視できない
存在になりつつある。さらに CES では欧米のメ
ジャー大手各社だけではなく、韓国のキア（起亜）
がキア Ray EV を出展。都市型コミューターカー
として EV カーの可能性を提案するなど、韓国勢
の動きも活発だ。家電の展示会であるはずの
CES も大きく様変わりしているのも時代の流れ

（？）と言えるのだろうか。
COMPUTEX の主催側の関係者によると、

「フォードに続いて来年は独自動車メーカーの出
展が予定されている」と言う。自動車メーカーに
よる COMPUTEX 出展の取り組みがいよいよ本
格的になってきたという情勢だ。韓国の自動車
メーカーからの出展の打診はいまのところないそ
うだが、場合によっては近い将来サムソン（三星）
やヒュンダイ（現代）、キア（起亜）など韓国勢が
COMPUTEX に大掛かりなパビリオンを組んで

参戦してくる可能性もある。
石油エネルギーからの転換、CO 2排出の削減

対策、資源・環境問題、交通渋滞などをさまざま
な課題を解決するためには、「携帯電話」が「スマー
トフォン」へと進化したように、「自動車」も「ス
マートビークル」になっていくというのが自然の
流れというのが自動車業界では共通の認識だろ
う。

EV（電気自動車）やハイブリッドはひとつの潮
流として注目を集めている。しかし、もはや主要
自動車メーカーにとって EV やハイブリッドはラ
インナップが「当たりまえ」の段階に入っている。
この「当たりまえ」からもう一歩踏み込んだ技術
の深堀りと成熟、より個性的で革新的な使い方の
提案やビジネスモデルが期待される。充電装置や
充電スタンドのインフラ整備では電力会社との連
携やさらに業界越えた連携を進めていく必要性が
あることも課題のひとつである。IT との融合で
は通信キャリアや SIer、コンテンツプロバイダー
やコンテンツを配信していくパブリッシャー、そ
してコンテンツホルダーがどう関わっていくも大
きな課題のひとつなるだろう。「スマートビーク
ル」の今後は世界各国で開催されるモーターショ
ウに加えて、CES や COMPUTEX など IT の展
示会にも目を向けていくことが必要な時代となっ
た。
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北投温泉を歩く－その1
片倉 佳史

台湾の首位都市として君臨する台北市。その歴史をじっくりとたどってみよう。今回は台北郊外の温泉地、北投を取り上げてみたい。

台湾最大の温泉郷であるのと同時に、かつて台北盆地に暮らしていたケタガラン族の遺跡、そして、随所に残る日本統治時代の歴史建

築など、思いのほか、興味の尽きないエリアである。

硫黄採掘で知られた温泉地

北投（ほくとう）は台湾を代表する温泉郷であ
る。交通至便で泉質も良く、さらに谷間に複数の
温泉が湧いているということで、「台湾の箱根」の
異名をとっていた。確かに、東京と箱根、台北と
北投の位置関係は似ており、近いだけでなく、風
光明媚な景勝地でもある。そして、鉄道でもバス
でも気軽に訪れられる点までもが似ていた。亜熱
帯性の潤い豊かな緑に包まれた出湯ということ
で、その名は日本本土にも知れわたっていた。

今でこそ北投は温泉地という印象が強いが、も
ともとは硫黄の産地として名を馳せていた。古く
はスペイン人が台湾北部に出入りしていた際に、
すでに調査の記録がある。その後、清国統治時代
にも採掘の記録があり、1697 年には郁永河（いく
えいが）という人物がこの地を訪れ、硫黄を採取。
現在の士林（しりん）付近で製錬を試みたという
記録が残っている。さらに後、1893 年にドイツ籍
の商人オーリーによって硫黄の存在は大きく広め
られた。

なお、このオーリーという人物は台湾が日本に
割譲された 1895（明治 28）年、北白川宮能久親王
率いる近衛師団が台北入城を目前に控えた際、混
乱に陥った城内の状況を伝え、日本軍の入城を請
うた外国人商人の一人である。

日本統治時代に入った後、北投は大きな変化を
迎える。最初に北投を訪れた日本人は 1895（明治

28）年 10 月 10 日に当地を視察した角田海軍少将
と仁礼台北県書記官であるとされている。同月
17 日には士林の国語学校開校式典に参列した水
野民政局長も訪れている。さらに 11 月には初代
台湾総督の樺山資紀（かばやますけのり）も視察
している。ただし、これらはいずれも視察の域を
出ず、温泉地としての開発とは無縁のものだった。

北投に最初に温泉宿を設けたのは平田源吾（ひ

交流 2012.9 No.858

― 13 ―

台北の歴史を歩く その 15

日本統治時代の北投温泉の様子。風光明媚な温泉郷として広く知
られていた（戦前に発行された絵はがきより）。中央に見えるのは
台北州立公共浴場（現北投温泉博物館）。

北投は日本統治下の台湾でも屈指の「日本情緒」に満ちた場所だっ
た。絵はがきなどにもそういった一面が如実に表れている。



らたげんご）という人物だった。平田は新領土で
ある台湾で金鉱の経営を志し、基隆入港後に瑞芳

（ずいほう）付近を探査したが、台湾総督府から許
可を受けられず、彼の夢は破れた。また、探査中、
足に怪我を負い、脚気にも罹っていたため、台北
郊外の出湯の存在に惹かれたようである。

平田は 1896（明治 29）年の春に天狗庵（てんぐ
あん）という宿を開いた。この建物は石段の一部
を除いて現存しないが、その歴史的価値が考慮さ
れ、古蹟の扱いとなっている。

その後、陸軍によって台北からの道路が敷設さ
れ、1900（明治 33）年6月 20 日には淡水線の敷設
工事が始まる。台北から淡水までは翌年8月 25
日に開通し、1916（大正5）年4月1日には北投
―新北投間の支線が開通している。

縦貫鉄道全通に先立って開通した淡水線

淡水線は台北と淡水を結んでいた路線である。
台湾で最初の支線であり、台北駅から淡水河に
沿って 23･0 キロ（新北投支線を含む）を走ってい
た。

日本統治時代は大正街、雙連（そうれん）、圓山
（まるやま）、宮の下、士林、唭哩岸（きりがん）、
北投、江頭（かんとう）、竹圍（ちくい）の各駅が
設けられ、北投からは温泉街の玄関口となる新北
投までの支線が分岐していた。なお、現在は大正
街駅と宮の下駅は廃止されており、江頭は關渡と
改称されている。

淡水は水運が活発な時代、台北の外港というべ
き存在だった。古くは中国大陸との交易で発展を
見たが、土砂の堆積などによって港湾機能は徐々
に低下していく。日本統治時代に入った頃にはす
でに港湾機能を失っていた。大型船の接岸が難し
く、荷揚げはもっぱら基隆港が利用されるように
なっていた。

北投の温泉街までは淡水線を利用するのが普通
だった。ここで注目したいのは、1915（大正4）

年8月からこの路線には気動車（正しくはガソリ
ンカー・機動車、自動客車などとも表記）が導入
されていたことである。新北投までやってくる列
車は一日 20 本に及んでいた。この時点で日中は
ほぼ 30 分おきだった。当時から「待たずに乗れ
る」というフリークエントサービスが実施されて
いたのである。

新北投支線はわずか1・2キロで、所要時間2
分という盲腸線だった。しかし、ガソリンカーに
よる頻繁運転が実施され、台北との直通運転も行
なわれていた。1937（昭和 12）年の時刻表を見る
と、台北駅から出る列車は半数が淡水行き、半数
が新北投行きとなっておいる。30 分ヘッドのパ
ターンダイヤがこの時代に実現しているのは異例
のことと言っていい。当然ながら、当時の台湾で
はここだけだった。

新北投駅は戦前の台湾で唯一、行き止まり式の
構内配置だった。これでは機関車の付け替えはで
えきないので、敷設当初からガソリンカーの導入
が予定されていたと推測される。この時代、ガソ
リンカーは高価なこともあり、日本本土でも珍し
い存在だった。

現在、この路線は MRT（新交通システム）淡水
線として生まれ変わっている。ほぼ全線が地下、
もしくは高架となっており、踏切などはない。典
型的な通勤通学路線で、運転本数も多い。
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現在の淡水線新北投支線。温泉地に向かう観光列車ということで、
ラッピングが施されている。車内には北投を紹介する動画が放映
されている。



現在の線路は従来の淡水線を廃止し、その敷地
を利用したものである。つまり、列車は往時とほ
ぼ同じ場所を走っているのだが、沿線に往時の面
影を感じ取ることは非常に難しい。

温泉地としての歴史をたどる

北投には三種類の温泉が存在している。温泉街
にある浴場の多くは通称「白温泉」と言われる弱
酸性単純泉を引いている。これは白濁しており、
硫黄の臭気がある。そして、ラジウムを含んだ「青
温泉」。こちらは強酸性硫鉱泉で、湯を手にすくっ
てみると、わずかに青みがかかっているように思
える。療養効果は大きいが、皮膚への刺激が強い

ことでも知られている。さらに、上北投と呼ばれ
る山間には、非常に少ないが、鉄分を多く含んだ
通称「鉄の湯」があった。

日本統治時代に入った後の北投は順調に発展を
続けていった。中でも契機となったのは日露戦争
である。当時、ここには多くの傷痍軍人が運び込
まれ、陸軍が設けた療養所で治癒が施された。陸
軍と北投温泉の関係は緊密で、台北と北投を結ぶ
道路を建設したのは陸軍だったし、温泉街の上方
にある北投民俗文物館は終戦までは佳山（かやま）
旅館を名乗り、陸軍士官倶楽部として使用されて
いた。また、陸軍療養所の木造家屋も非公開なが
ら残されている。

もともと湯治の習慣を持たない台湾の人々は、
温泉の存在は知っていたものの、生物の棲まない
毒水として恐れていた。当然ながら、臭気を伴う
温泉が人々の暮らしに入り込むこともなかった。
現在の北投公園周辺は日本統治時代以前はほとん
ど無人地帯だったとも言われている。

一般民衆に温泉浴が知られていくのは、大正時
代に入って以降のことである。1913（大正2）年
に後述する台北州経営の公共浴場が設けられるま
では、温泉浴が庶民レベルまで浸透することはな
かった。しかも、湯治の習慣は生活に余裕のある
層に限られたものだった。

それでも 1932（昭和7）年末に発行された『台
湾温泉案内』によると、北投には数十軒の旅館が
建ち並び、四季を問わず、湯治客で賑わっていた
という。深い緑の中に旅館が点在し、いたるとこ
ろで湯けむりが立ちこめていた。また、温泉旅館
のみならず、鉄道部や台湾電力会社の所有する保
養所のほか、地獄谷と呼ばれた源泉地の上方には
別荘なども並んでいた。

また、北投は鉱産資源の存在でも知られていた。
特に良質な白粘土を産することから、陶器の製造
で知られていた。また、タイルの製造も盛んに行
なわれていた。これは台北公会堂（現中山堂）や
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北投駅の様子。日本統治時代は台北から新北投駅での直通列車も
運行されていたが、現在はすべて北投駅で乗り換えとなる。MRT
淡水線の開業時、鉄パイプを組んだようなモダンなデザインが話
題となった。

日本統治時代に撮影された新北投駅の様子。台湾の終着駅の中で
唯一、貨物を扱わない駅だった。台北からの運賃は 19 銭。基隆か
らは 64 銭、新竹から1円 41 銭、台中から2円 82 銭、高雄から6
円5銭（いずれも3等。列車は台北にて乗り換え）だった。



台湾総督府高等法院（現司法大廈）などで用いら
れ、現在も見ることができる。タイルのみならず、
耐火煉瓦の生産も盛んだった。現在は見る影もな
いが、北投は窯釜の密集地帯となっていた。

終戦を迎えると、北投の繁栄も一旦は終焉を迎
える。戦時体制下、すでに温泉浴は下火となって
いたが、温泉浴の習慣をもたない外省人（中国大
陸出身者）が一挙に流入し、台湾の統治者として
君臨するようになると、温泉地は一気に廃れて
いった。さらに、終戦後の経済的苦境、そして、
戒厳令という時代性は台湾の温泉から繁栄を奪い
取り、多くの旅館が廃業を強いられた。

それでも、北投温泉は例外だったと言っていい。
ここには「歓楽街」としての機能が終戦後にも受
け継がれたからである。そして、アメリカからの
援助を受けていた 1950 年代からは「男性天国」の
様相を帯びてくる。これが高度成長期を迎えた日
本人男性のものに変わっていったのは周知の事実
であろう。

この歓楽街としての側面は北投温泉の歴史を見

ていく上で、見のがすことができないものである。
1954 年4月 30 日以降、北投は公娼のいる町とし
て知られていった。これは 1979 年まで約 20 年に
わたって続くことになる。これは国民党政府の政
策に従ったものだが、北投には再び日本人があふ
れかえるようになった。この時期、北投を訪れる
日本人男性は全体の約八割を占められていたとい
う。

現在、公娼制度は廃止されており、そういった
雰囲気は全く見られない。しかし、今でも「男性
天国」のイメージを抱いている中高年世代の日本
人はいる。実際に訪れてみると、健康的で健全な
イメージの強い北投だが、こういった暗い過去も、
この地が歩んできた歴史のシーンとして受け止め
る必要があるだろう。

上野がモデルになった公園と井村像

現在、温泉郷の中心には北投公園がある。亜熱
帯特有の深い緑が生い茂り、潤いのある南国情緒
が色濃く漂っている。この公園の造営は台北庁

（後の台北州）長の井村大吉（いむらだいきち）と
いう人物によって発案された。

北投公園の開園は 1911（明治 44）年まで遡る。
まさに、北投の歩みを知る歴史の証人だが、井村
は北投地区の開発を二段階に分けて考えていたよ
うである。それはまず台北州立の公共浴場を完成
させ、後に広大な公園を整備していくというもの
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「地獄谷」から流れ出る温泉は、五つの小さな湯滝を形成し、滝壺
が露天風呂となっていた。現在の台北温泉博物館前に「第一の滝」
があった。

北投公園を俯瞰する。温泉街はこの公園の南側に多く集まってい
た。加賀屋北投より撮影。



だった。公共浴場については後述するが、北投の
シンボルとして現在も親しまれている。

興味深いことに、この北投公園のモデルとなっ
たのは上野公園であった。自然地形を生かし、噴
水や花壇を設けていく。たたずんでいると、たし
かに似ているような雰囲気も感じ取れる。もちろ
ん、上野公園に温泉はなく、泉源から流れ出た湯
水で形成される渓谷もない。しかし、敷地全体に
植物が繁茂し、高低のあるところなど、両者に共
通した部分はいくつか挙げられる。

井村は 1914（大正3）年に知事の職を離れ、台
湾総督府民政部通信局長の地位に就いている。そ
の後、公園内にはその偉業を顕彰するべく胸像が
設けられた。1934（昭和9）年4月7日には盛大

な除幕式が行なわれている。
残念ながら、現在は井村の像を見ることはでき

ない。戦後を迎え、台湾が中華民国の統治を受け
ることになると、井村像は撤去され、代わりに「台
湾光復紀念碑」というものが据え付けられた。こ
れまでにも述べたように、光復とは「祖国に光が
戻った」という意味で、戦後、台湾において国民
党政府が多用した表現である。

1965 年には中華民国の国父とされる孫文の胸
像が置かれるようになった。しかし、基礎となる
土台の部分は日本統治時代のものが流用されてい
る。ただ、そういった事実を伝える解説板がある
わけでもなく、台座後方には戦後の銘板がはめ込
まれたりしているため、訪れただけでは史実を知
ることはできなくなっている。

余談ながら、胸像の前には噴水池がある。これ
もまた日本統治時代に設けられたものである。そ
のデザインは旧台湾総督官邸（現台北賓館）前に
あるものと同一となっている。梅の花を模したと
いう噴水池だが、こちらも興味深いところである。

東洋随一の公共浴場

北投を代表する建築物として、北投温泉博物館
の名を挙げる人は少なくない。竣工時の名称は台
北州立公共浴場。英国風の雰囲気をまとった洋風
建築であった。北投の源泉地から流れ出た湯は渓
流となってこの浴場の脇を流れていた。ここでは
湯遊びが楽しめ、子供たちの遊び場となっていた。
緑の中に瀟洒な建物が浮かび上がる様子は、非常
に美しかったという。

この博物館がオープンしたのは 1998 年 10 月
31 日のことである。長らく放置されていた建物
を有効活用しようと地元住民が請願し、実現した
ケースである。

館内では温泉文化に関する展示のほか、北投地
区に関する紹介が行なわれている。かつてこの一
帯に暮らしていたケタガラン族のコレクションも
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井村大吉の胸像は現存しないが、台座は日本統治時代のものが残っ
ている。この像の向かいにある池も戦前からあったもの。



含め、郷土文物の数々が展示されている。さらに
イベントスペースとしても機能しており、展覧会
なども企画されている。屋外には音楽堂なども設
けられている。

この建物の前身は日本統治時代に台北州が設け
た公共浴場である。竣工は 1913（大正2）年6月
17 日。先述した井村大吉によって公共浴場の建
設が決まった。北投地区の泉源は複数存在してい
るが、ここの場合、地獄谷と呼ばれた源泉地から
2115 メートルもの導管が設けられていた。

建物は2階建てで、1階部分は煉瓦造りだが、
2階部分は木造となっている。これはハーフティ
ンバーと呼ばれ、台湾では大正時代から昭和初期
に多く見られたスタイルである。敷地面積は 700
坪を誇っていた。

屋内設備も特筆される充実ぶりだった。男子用
の大浴場は 50 名が同時に入浴できる大きさで、
東アジア屈指の規模と謳われた。湯船は奥行きが
9メートル、幅は6メートルあまりとなっていて、
男女ともに水浴槽と温泉浴槽があった。湯量豊富
で、まるでプールのようだったという。

温泉浴槽の最深部は1・3メートルの深さがあ
り、いわゆる立ち湯のスタイルだった。これは台
湾においては他例を見ず、日本本土を含めても多
くはない。浴槽の辺部はローマ式のオーダーが並
び、外壁にはステンドグラスがはめ込まれていた。

いずれも欧州式の大浴場を彷彿させる造りであ
り、特筆されるべき点となっている。

正面玄関は道路に面しており、道路からそのま
ま建物の2階に繋がっている。奥には畳敷きの休
憩スペースがあり、ふすまで仕切られた部屋では
食事や冷たい飲み物が用意されていたという。窓
からは北投渓の流れと鬱蒼と生い茂る亜熱帯の植
物たちを見おろせた。

皇太子も台湾行啓の際に立ち寄った

1923（大正 12）年、当時、皇太子で摂政の地位
にあった昭和天皇もここを訪れている。一行は4
月 12 日に横須賀を出航し、16 日に基隆に到着し
ている。その後、27 日までの間、台湾各地を巡っ
た。この行啓は台北のみならず、新竹、台中、台
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現在は北投温泉博物館となっている旧台北州立公共浴場。公園の
緑と青空のコントラストが美しい。

2階部には畳敷きの大広間があり、くつろぎの空間となっていた。
また、北投渓を眺められるベランダもあった。

入浴はできないものの、往時の浴場はそのまま残されている。当
時としては非常に珍しい欧州式浴場であった。



南、高雄、屏東（へいとう）、そして澎湖（ぼうこ）
島にまでおよんでいた。

皇太子が北投を訪れたのは4月 25 日午前のこ
とだった。当日はあいにくの雨模様だったが、10
時5分に宿泊地である台湾総督官邸（現台北賓館）
を出発し、士林経由で草山（現陽明山）に向かい、
13 時5分に北投へ出発。北投ではこの浴場を訪
れ、休息をとったと伝えられる。

一行が北投を発ったのは 15 時 15 分。わずかな
時間ではあったが、北投石（ほくとうせき）の説
明を受けたほか、周辺の散策も楽しんだと言われ
ている。当然ながら、皇太子行啓に合わせて北投
公園は再整備を済ませており、万全の受け入れ体
制となっていた。

この皇太子行啓以降、北投温泉の名声はより広
まった。これを気に旅館や別荘、保養所などが
次々と建てられるようになり、1937（昭和 12）年
度の年間訪問者数は5万人に達している。この
頃、日本人が経営する温泉旅館の数は 20 あまり
とされるが、これに加えて台湾人経営のものが6
軒あり、収容者数は台北に次いで全島2位となっ
ていた。さらに、新北投支線の開通によって利便
性も高まり、週末には日帰り入浴客も多く見られ
るようになったという。

郷土博物館として再生される

台湾の戦後は国民党政府による強圧政治の下、
言論統制が敷かれていたのは周知の事実であろ
う。あくまでも「一つの中国」を標榜する中華民
国政府によって、台湾はそこに組み込まれてきた。
これにより、半世紀にわたって、台湾では独自の
文化や歴史、そして前統治者である日本との関わ
りなど、そういったものが意図的に封鎖されてき
た。台湾の住民は自らの郷土文化を探る自由を奪
われていたのである。

その後、李登輝総統時代に急速に進んだ民主化
を経て、台湾社会は確実に変化していった。これ

に正比例するように、郷土文化への関心も高まっ
ていった。人々は自らの郷里について自由に探究
できるようになり、歴史建築を保存する動きも盛
んになった。

この建物は長らく遺棄され、廃墟と化していた
が、1990 年代前半、再び注目を集めるようになっ
た。地域住民によって保存運動が展開されるよう
になり、これを受ける形で 1998 年に台北市がこ
こを博物館として整備することを発表。修復工事
が行なわれることになった。

現在、館内には郷土にまつわる歴史文物をはじ
め、温泉浴の効能や火山についての知識など、幅
広い分野にわたっての展示物がある。残念なが
ら、実際に入浴できる浴室がないので、温泉を体
験することはできないが、建物の保存状態は良好
で、多くの参観客を誇っている。週末には入場規
制も実施されるほどの人気ぶりだ。日本人が持ち
込んだ温泉文化が台湾でどのような発展を遂げた
のか、探ってみたいところである。

謎に包まれた日本式建築―梅庭遊客中心

北投温泉博物館の隣りにもう一棟、日本統治時
代の家屋が残されている。高い塀が建物を包み隠
してしまっており、つい最近まで、この建物の存
在を知る人は少なかった。長らく閉ざされていた
空間で、管理者が台北市に移ってからも公開され
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竣工時は東洋最大の浴場と謳われた。皇室関係者や賓客もここを
訪れていた。このベランダは皇太子行啓に合わせて増築されたも
の。



ることはほとんどなかった。
ここは通称「梅庭」と呼ばれている。ひと目見

ただけでもはっきりとわかる日本統治時代の建築
物だが、その由来を記した史料や文献はなく、所
有者や竣工年などの詳細を知ることは極めて難し
い。戦前は個人所有の別荘だったという風聞も存
在するが、推測の域を出ない。

梅庭の名は戦後に付けられたものである。ここ
は長らく監察院が所有していたため、その院長を
務めた于右任がたびたび訪れていた。「梅庭」の
名称もその頃に付されたものである。その後は民
間に払い下げられ、現在は公共財産として台北市
が管理している。

2006 年1月 16 日からは改修工事が行なわれ、
7ヶ月を経て装いを新たにした。木造家屋だけ
あって傷みは激しく、工事は当初の予定よりも大

がかりなものとなった。私は縁を得て工事が始ま
る直前に撮影を許可されたが、修復は原型に忠実
に、本来の姿を保ちながら進められていった。現
在は台北市の観光案内所として使用されており、
内部を観察することもできる。

この建物は戦後に何度かの増築が行なわれ、壁
には彩色が施されたりしていた。屋内は戦前によ
く見られた和洋折衷のスタイルで、家屋の真下に
防空壕が設けられているのが珍しい。また、屋根
裏にも小さな部屋が設けられていた。造りとして
はやや珍しい木造家屋なので、じっくりと眺めて
みたいところである。

瀧乃湯―日本式温泉銭湯と御渡渉記念碑

北投公園の脇に平屋造りの大衆浴場がある。今
や日本でも数少なくなってしまった銭湯の雰囲気
を色濃く漂わせた空間である。

瀧乃湯（たきのゆ）を名乗るこの浴場は、現地
では誰もが知っている存在だが、残念ながら、こ
の建物についての詳細な記録は残っていない。以
前、台北市内の古書店で入手した 1930（昭和5）
年刊行の『台北近郊北投及び草山温泉案内』とい
う冊子には、すでにここの名前が記載されている。
しかし、竣工年月日や開業日などの情報を知るこ
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梅庭の外観。この建物は日本統治時代末期に設けられた木造家屋
である。建物の南側には北投溪の清流を眺めることができる。

屋内は広く、現在は板敷きの空間となっている。なお、門に掲げら
れた「梅庭」の文字は于右任の筆によったものである。

瀧乃湯全景。北投温泉は台北の奥座敷であった。戦前から続く温
泉銭湯は、台湾全土を見回してもここだけである。向かいの高台
から眺めると、日本式の瓦屋根が存在感を示している。



とはできない。古老の話では、当時、ここは三銭
で入浴できたので、地元では「三銭浴場」と呼ば
れていたという。

館内は男女別に分かれている。番台の造りも日
本式だ。浴室に足を踏み入れると、改めてその古
さが伝わってくる。湯船に用いられたのは、北投
からも遠くはない唭哩岸（きりがん）で切り出さ
れた石塊である。全体に薄暗く、決して清潔とは
言えないが、日本統治時代から続いていることを
知ると、感慨は禁じえない。家屋の耐久年数を考
えても、このような浴場施設が残っていることは
奇跡に近い。

庶民によって守られた石碑

瀧乃湯の敷地には「皇太子殿下御渡渉記念碑」
と刻まれた石碑が置かれている。これは皇太子の
台湾行啓時に建立されたもので、保存状態は良好
だ。もちろん、皇太子はこの銭湯にやってきたの
ではない。先述したように、一行は北投渓を挟ん
だ向かいの台北州営の公共浴場を訪ねている。

石碑の横をのぞき込むと、「大正十二年四月」と
記されていた。高さは 148 センチと、大きなもの
ではない。周囲にも石碑の存在を知らしめるもの
はなく、解説板などもない。少し離れた場所から
眺めると、軒先に石柱が放置されているといった
様相である。

台座がなく、直接地面に埋め込まれているのは、
この石碑がもともと別の場所にあったことを意味
しているとも言えよう。戦後、国民党政府が日本
人の建てた石碑を敵性遺産として扱ったのは周知
の事実である。実際に数多くの石碑が撤去の憂き
目に遭った。

古老によれば、この石碑は北投渓の畔に建てら
れたもので、ちょうど瀧乃湯と公共浴場の間に
あったという。

やはり、この石碑も一度は倒されている。ただ、
その様子をしのびなく思った人もいた。この浴場

の先代主人はその一人だった。仲間とともに夜間
を狙って遺棄された石碑を運び込んだという。

主人によれば、乱暴に扱われる石碑を前に、い
たたまれない気持ちになったのだという。そし
て、無闇矢鱈な横暴を働く外省人への不信感や、
やみくもに石碑を破壊して回る行為への不快感も
あった。しかし、当時は白色テロ（国民党政府に
よる民衆弾圧）という嵐が吹き荒れており、目立
つ場所に置くことはできない。

そこで、この銭湯の庭先が選ばれた。人前で裸
体を晒すことを嫌う外省人は大衆浴場を好まない
ので、銭湯への関心は低い。つまり、ここならば、
外省人官吏の目につくことが少なかったのだ。こ
うして、小さな石碑は古い銭湯の庭先に第二の「居
場所」を得ることになった。

1990 年代後半から起こったレジャーブームを
受け、温泉は再び脚光を浴びるようになった。そ
して今、台湾は空前の温泉ブームに沸いている。
北投温泉もその例外ではなく、スパ・リゾートを
名乗る温泉旅館の建設ラッシュが続いている。
2010 年 12 月には石川県の老舗旅館・加賀屋が進
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皇太子殿下御渡渉記念碑は瀧乃湯の敷地内にある。文字などを削
られた形跡はなく、ほぼ原型を留めている。



出を果たし、天狗庵の跡地に「加賀屋北投」とし
てオープン。大きく話題となった。そんな中、日
本式の銭湯が細々と営業を続けている。その様子
に感慨を覚えてしまうのは、やはり、日本人の感
傷なのであろうか。

次回は北投地区にある歴史スポットと北投石につ
いて紹介してみたい。

片倉佳史 （かたくら よしふみ）

1969 年生まれ。早稲田大学教育学部卒業。台湾に残る日本統治時代の遺構を探し歩き、記録している。これまでに手がけた旅行ガイド

ブックは 30 冊を数える。そのほか、地理・歴史、原住民族の風俗・文化、グルメなどのジャンルで執筆と撮影を続けており、台湾の社

会事情や旅行情報などをテーマに講演活動も行なっている。著書に『台湾に生きている日本』（祥伝社）、『観光コースでない台湾』(高文

研)、『台湾に残る日本鉄道遺産』（交通新聞社新書）など。編著に台北生活情報誌『悠遊台湾』がある。台湾でも『台湾風景印-台湾･駅

スタンプと風景印の旅』(玉山社)などの著作がある。今年5月には李登輝元総統の著作『日台の「心と心の絆」～素晴らしき日本人へ』

（宝島社）を手がけた。

ウェブサイト台湾特捜百貨店 http://katakura.net/
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日本統治時代の新北投駅に置かれていた記念スタンプ。温泉地ら
しい情緒が漂っている。



訪 日 の 感 想

陳 英梅 高雄市文化局文化中心管理処処長

公益財団法人交流協会「文化人短期招聘事業」
では慣例を破り、私と高雄市歴史博物館館長王文
翠の2人を6月 24 日から6月 30 日まで計6泊7
日の深遠な日本文化体感の旅にお招き頂きまし
た。

交流協会高雄事務所の野中所長、M 主任、L 職
員及び東京本部の N 副長などの事前の周到な計
画、また確認によって、この文化交流日程を手配
頂きました。訪問地域は関東から関西地域にまで
及び、内容は民俗的な祭り、博物館、美術館、総
合文化センター、各種劇場、有形無形文化財の保
存、歴史建築の再利用等多岐にわたっております。
毎日の食事も配慮頂き、渡日前から日本人の心遣
いと周到さを感じておりました。

6月 24 日正午に成田空港に降り立ち、到着ロ
ビーを出ると、出迎えに来て頂いた東京本部の N
副長と Y 通訳がすぐに私たちを捜し出してくれ
ました。そしてそのまま茨城県の水郷・潮来市で
最初の訪問地「水郷潮来あやめまつり」を参観致
しました。利根川筑波公園に沿って 500 種にも及
ぶ菖蒲の花が植えられており、幸運にも私たちは
その祭りの最中に行われる「嫁入り舟」を見るこ
とが出来ました。これは潮来で古来より行われて
いる花嫁行事であり、日本の伝統的な衣服で着
飾った花嫁が兄弟や媒酌人に付き添われながら音
楽とともにゆっくりと花の中を歩き、岸辺の「嫁
入り舟」へと向かいます。そして舟で新郎の家へ
と向かうのです。多くの人が水郷潮来あやめまつ
りの期間中にこの魅力的で伝統的な結婚の儀式に
応募、参加しています。古式の花嫁儀式によって、
観光価値を高めるとともに、当地の伝統的習慣を
保存しているのです。

東京では、車で直接愛宕神社を参拝しました。

やはり参拝しただけあって、その後は雨に降られ
ることもなく、気温も快適で、まるで天の庇護を
受けたようでした（日程が終了する関西国際空港
の待ち合いロビーで突然大雨が振り出し、まさに
神の庇護があったとしか思えません）。初日の夕
食は銀座で鹿児島黒豚のしゃぶしゃぶを頂きまし
た。出発前に M 主任が推薦していた料理ですが、
さすが鹿児島の黒豚はその評判通りの味でした。

6月 25 日、午前中には東京文化財研究所を、午
後には千葉県にある国立歴史民俗博物館を訪問致
しました。研究所での交流及び博物館の参観では
日本政府及び日本人による文化遺産の記録と保護
の細やかさを深く理解することができました。交
流の中で私たちは無形文化遺産部の M1部長及び
歴史民俗博物館の A 副館長などの専門性の高さ
と仕事に対する熱い想いを知ることができ、また
お互いに公演活動の広報に関する経験を話し合う
ことができました。

交流協会東京本部 K 部長により私たちが宿泊
しているメトロポリタン丸の内ホテルで宴を催し
て頂きました。K 部長の中国語はとても流暢で
したが、それは台湾のご内儀がいらっしゃるから
であり、私たちは距離をすぐに縮められました。
K 部長は 2013 年4月に台北国家劇院で行われる
宝塚歌劇公演にとても関心がおありになるよう
で、私たちも台湾での宣伝活動に寄与したいと考
えておりますし、初めての台湾での公演に輝かし
い興行成績をもたらしたいと思っております。そ
して我々は高雄と日本が舞台芸術や展覧等の分野
に於いてより多くの文化交流の機会を得られるこ
とを強く願っております。

26 日の日程はとても充実したものでした。午
前中に日本芸術文化振興会を訪れ、その後付近の
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招聘者報告



国立劇場と能楽堂を訪れました。国立劇場は千代
田区（皇居付近）にあり、その設備は一般的な舞
台劇や歌劇を行う劇場とは異なったものでした。
M2課長・Y1課長補佐・I 職員などからそれぞれの
業務に関して詳細な説明をして頂いたことにとて
も感謝しております。それにより我々は日本芸術
文化振興会という組織やその運営方法、歌舞伎で
用いられる「花道」や乗降設備、半月型の天幕や
専門に使用される景色映像、舞台裏の休憩室や楽
屋等に関して今回の訪問だけでとても詳細に知る
ことができました。能楽堂は渋谷区にあり、I1部
長自らの案内により、能楽堂の役割、劇場施設の
管理方法、能と狂言の演出形式などに対してとて
も明確な知識を得ることが出来ました。能楽堂の
舞台設計は日本独特の雰囲気を漂わせておりま
す。私たちはこっそりと能の練習の一部を覗かせ
て頂きましたが、私は能楽堂の舞台と観客席の設
計が醸し出す美しさや魅力に虜になりました！

さいたまスーパーアリーナは 27 日の重要訪問
地でした。東京から上野まで行き、そこで乗り換
えてさいたま新都心駅へと向かいました。さいた
まスーパーアリーナとは新都市商業センターと多
機能体育文化センターが融合したものであり、
ハード面であるインフラや経営管理経験に関して
見習うべき価値があるだけでなく、最も特別で
あったのは、政府が外部委託業者と上手に共同で
行っている運営しているシステムです。公務員を
経営チームに加入させアリーナの管理を行うこと
で、公務員が経営に参加し、その監督責任を果た
すとともに、出向している際の給与は出向先団体
によって支払われるため国庫からの支出を抑える
ことができるのです。また将来的に万一経営を引
き受ける組織がいなくなったとしても、政府はい
つでも経営管理を行える体制を整えており、これ
はとても聡明な手段です。

六本木にある国立新美術館は建築家の権威であ
る黒川紀章氏が設計したことで有名であります

が、最大の特徴は美術館に全く所蔵品がないこと
です。そこはただ世界クラスの美術展覧会を行う
優れた展示場であるということ。もちろんこれは
とても新しい考え方であり、美術館経営に対する
試練でもあります。東京駅から 16：30 にのぞみ
49 号に乗車し、新神戸駅に到着しました。夕食は
優雅にも私たちが宿泊するホテルで「神戸ビーフ」
を賞味しました。同時に神戸の夜景も堪能でき、
忙しかった一日の疲れは梅酒とともに消え去って
いきました。

28 日の主な参観場所は神戸の著名な西洋伝統
建築保存区・北野異人館です。北野山に沿って建
築された外国人（駐日代表や商人）の家（または
別荘）は異なった外観の建物が並んでおり、まる
で早期の万国博覧会のようでした。完璧に保存さ
れた歴史建築群は神戸市の宝であり、人気のある
観光スポットとなっています。有名なカフェ、フ
ロインドリーブ本店でサンドイッチの昼食を頂き
ました。そのカフェは歴史のある教会を改装した
もので、上を見上げると綺麗なステンドグラスが
あり、無意識に幸福感を感じる場所でした。

宝塚劇場の訪問と宝塚歌劇団公演の鑑賞は私が
とても期待していた場所の一つです。劇場に到着
すると「不可思議」という言葉でしか形容できな
いものでした！以前日本の宝塚歌劇団に対しては
曖昧な印象しか持ち合わせていませんでしたが、
今日それを拝見したことで視野が大きく広がりま
した。宝塚歌劇団ファンの熱狂ぶりは AKB48 の
それに劣らないのです！

宝塚歌劇団は五組に分かれており、劇団員の総
数は 400 名を超えます。私が拝見した演目は「月
組」による「ロミオとジュリエット」でした。
2700 席がほぼ全て埋まり、観客は日本全国から訪
れています。30 歳から 50 歳の女性が多いです
が、年老いたご夫婦や若いカップル等も少なくは
ありませんでした。劇団の特色として劇団員は全
員容姿端麗で歌も踊りもできる妙齢の女性だとい
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うことです。男装をする劇団員は他に背が高く、
外見の美しさも兼ね備えていなければなりませ
ん。男役のトップには大抵多くのファンがいるの
ですが、その様子はまるで台湾オペラで人気を博
した楊麗花や葉青にとてもよく似ていました。メ
インの歌劇以外に、20 分にもわたるフィナーレは
特別で、それは華麗さと娯楽性が満ちているブ
ロードウェイ歌舞のようで、忘れられないハッ
ピーエンドのショーでした。宝塚歌劇団が私たち
をこんなに素晴らしい劇に招待して下さったこと
に感謝申し上げます。しかし私が最も驚嘆させら
れたことは歌劇団の企業化・集団化の経営方法で
した。専門の劇場があるだけではなく、舞台製作
や演出、音楽、舞台設計、チケット販売システム、
営業部、商品開発など完璧な公演産業の輪が出来
上がっており、日本公演産業の伝説を作り上げて
いるのです。企画室の M3室長及び K1副室長と一
緒に夕食を共に致しましたが、その場では来年台
湾で行われる公演に関して多くの意見交換ができ
ました。M3室長が 10 月に台湾を訪れる際、時間
を作って高雄においで頂き、高雄で公演できそう
な場所を事前に視察頂くことを期待しておりま
す。そして将来宝塚歌劇団を高雄にお呼びし公演
頂ける機会があることを望んでいます。

日本の歴史と文化の都・京都は最終日に訪れた
街でした。最初に公益財団法人京都古文化保存協
会常務理事でいらっしゃる G 女史を訪問し、常務
理事の説明を通じて京都の民間組織による文化保
存の参与方法とその効率と実績に関して十分に理
解することが出来ました。昼食は幽静な日本庭園
で伝統料理・湯豆腐を堪能致しました。午後には
天皇の故居である京都御所を訪れました。ここは
事前に予約が必要となり、ガイドを務めて下さっ
た方は御所内の施設や史跡を生き生きと説明して
下さいました。数羽のカラスが木々の間を飛んで

いき、私たちに遠い昔の物語を聞かせてくれてい
るようでした。その夜は日本の伝統的な京町家に
宿泊致しました。歴史建築を修復した京都の「庵」
の N1室長が特別に我々のために古民家の保存及
びその活用に対する理念と方法を説明して下さい
ました。私たちが宿泊した美濃屋はもともと耳鼻
咽喉科を営んでいた家族が住んでいた建物で、表
側はその地域に住む人々のための診療所となって
いました。小さな中庭を隔てた奥は鴨川の流れが
望める二階建ての住居です。目の前には青々とし
た山々が連なり、景色が素晴らしい場所でした。
建築家によって古い町家の良さを残しつつ、最低
限華美でない程度に現代的設備が備わっていま
す。それにより宿泊者は京都の奥深い文化を体験
できると同時に現代的で快適な居住空間を享受で
きるのです。広々として気持ちのいい畳の間に寝
転ぶと、その日の夜はとてもよく眠ることができ
ました。今後京都に行く機会があれば必ずここに
もう一度宿泊したいと思います。

6泊7日の日程を終えて、私たちは日本文化や
日本という場所、日本人、事や物に対して一歩進
んだ理解を得ることができました。日本と台湾は
地域や歴史に於いて切り離せない関係にあります
が、今後日台の文化活動に於いてはより多くの関
係を結び、展覧や公演、文化創造産業などの分野
で協力する機会を得ることを望んでいます。交流
協会高雄事務所の各位及び東京本部の各位には今
回の招聘での心配りのある日程手配とアテンドに
感謝申し上げます。そして招聘終了後の7月 26
日に野中薫所長がわざわざ宴を設けて下さり、招
聘の感想を共有させて頂きました。今回の招聘事
業は日程とその内容全てが非の打ち所がないほど
素晴らしく、日本人の周到な計画とそれを確実に
実行する態度を再度確認することができました。
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2012 年第2四半期の国民所得及び経済見通し

Ⅰ 概要

行政院主計処は、8月 17 日、国民所得統計評価
審査委員会を開催し、2012 年第2四半期の国民所
得統計の速報値及び 2012 年第3四半期から 2013
年第4四半期の予測値、2011 年家庭収支調査統計
等の審議を行い、結果を発表した。概要は、以下
のとおり。
1．2012 年第1四半期の経済成長率（yoy）の速

報値を＋ 0.39％から＋ 0.40％に修正した。ま
た、第2四半期の速報値は▲ 0.18％で、前回の
概算値（▲ 0.16％）から 0.02％ポイント下方修
正した。予測では、第3四半期及び第4四半期
の経済成長率（yoy）は、それぞれ＋ 1.99％、＋
4.23％となり、2012 年通年では＋ 1.66％とな
り、一人当たり GDP は2万 222 米ドル、一人
当たり GNP は2万 799 米ドル、CPI は＋
1.93％となる見通し。

2．2013 年通年の経済成長率は＋ 3.67％、一人
当たり GDP は2万 643 米ドル、一人当たり
GNP は2万 1,225 米ドル、CPI は＋ 1.08％と
なる見通し。

3．2011 年の一世帯当たりの平均可処分所得は
90.8 万元で、前年比＋ 2.1％となった。世帯数、
1世帯当たりの構成人数の増減といった要素を
控除した一人当たりの平均可処分所得は 27.6

万元で、前年比＋ 0.9％となった。可処分所得
金額により全世帯を5等分し、最上位と最下位
世帯を比較した場合の格差は 6.17 倍となり、
前年より▲ 0.02 倍となった。また、一人当た
り所得を5等分した場合の最上位と最下位の格
差は 4.29 倍となり、前年より▲ 0.04 倍となっ
た。

Ⅱ 国民所得統計及び予測

1．国際経済情勢
⑴ このところ欧州の債務問題が再燃してお

り、今年の欧州経済は衰退しかねない。また、
米国の景気回復力は弱含んでおり、中国大陸
その他の新興国の経済成長は、先進国を上
回っているものの、成長速度は明らかに緩や
かとなっている。世界の主要国経済は同時減
速の様相を呈している。今後を展望すると、
欧州の債務問題、米国の債務発行上限額問題

（fiscal cliff）及び中国経済のソフトランディ
ングの可否等は、依然として世界経済に影響
する主要な不確定要素となっている。

⑵ Global Insight の8月の資料によれば、
2012 年の世界経済の成長率は＋ 2.6％となっ
ており、7月の予測値（＋ 2.7％）より 0.1％
ポイントの下方修正、5月の予測値（＋
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2.9％）より 0.3％ポイントの下方修正となっ
た。このうち、先進国は、5月時点の予測値
である＋ 1.4％から＋ 1.3％に、新興国は＋
5.4％から＋ 5.0％に、中近東及び北アフリカ
地域は＋ 4.0％から＋ 3.1％にそれぞれ下方
修正される結果となった。また、2013 年の世
界経済の成長率は＋ 2.7％の微増となる見通
し。

⑶ 主要国についてみると、欧州債務問題の泥
沼化は、EU 諸国の経済発展の妨げとなって
おり、企業及び消費者のマインドに打撃を与
え、失業率の上昇をもたらしている。このた
め 2012 年の経済成長率は▲ 0.3％（5月時点
の予測より 0.2％ポイントの下方修正）、この
うち5大経済国（EU27ヶ国 GDP に占める割
合は7割以上）については、ドイツが＋
0.9％、フランスがゼロ成長となる一方、イギ
リス、イタリア及びスペインはそれぞれ▲
0.5％、▲ 2.2％、▲ 1.3％となる見込み。ま
た、2013 年の EU 諸国は＋ 0.1％の微増とな
る見通し。

⑷ 米国については、製造業の回復及び不動産
市場の安定に伴い、就業状況は改善が続いて
いる。世界経済の低迷や今後直面する財政の
支出減少及び増税といった課題の影響を受け
て成長力は弱含むものの、2012 年は＋ 2.1％

（今年5月時点の予測より 0.1％ポイントの
下方修正）、2013 年は＋ 1.8％となる見込み。

また、中国大陸は、工業生産及び輸出が減
速し、不動産市場及び地方債務問題が成長力
を制約しており、2012 年は＋ 7.7％（0.4％ポ
イントの下方修正）、2013 年は＋ 7.9％とな
る見込み。さらに、日本は、震災後の復興需
要が経済回復にプラスとなるものの、外需の
弱まりが経済成長を一部抑制することから、
2012 年全体の経済成長率は＋ 2.6％（0.1％
ポイントの上方修正）、2013 年は＋ 1.3％と
なる見通し。このほか、香港は＋ 1.9％

（1.6％ポイントの下方修正）、韓国は＋ 2.3％
（0.8％ポイントの下方修正）シンガポールは
＋ 2.2％（0.3％イントの下方修正）、2013 年
はぞれぞれ＋ 3.8％、＋ 1.9％、＋ 3.4％とな
る見通し。

2．2012 年第2四半期の経済成長率（yoy）（速報
値）は▲ 0.18％、第1四半期は＋ 0.40％に上方
修正され、2012 年上半期は＋ 0.10％の経済成
長
⑴ 2012 年第2四半期の経済成長率（yoy）（速

報値）は▲ 0.18％となり、2009 年第4四半期
にプラス成長となって以降、再度、マイナス
成長に転じた。7月時点の予測（▲ 0.16％）
より 0.02％ポイントの下方修正、5月時点の
予測値より 0.95％ポイントの下方修正と
なった。また、季節調整後の対前期比（saqr）
は＋ 0.85％、年率換算値（saar）は＋ 3.45％
となった。
イ 外需面について

① 国際的な景気減速（第2四半期の世界
経済の成長率は5月時点の予測値より
0.1％ポイントの下方修正）の影響を受
け、第2四半期における情報通信、プラ
スチック及び光学器材などの商品輸出は
大幅に減少しており、輸出（米ドルベー
ス）は▲ 5.41％となり、下落率は第1四
半期（＋4％）より拡大。また、台湾元
ベースは▲ 3.30％となった。これに
サービス輸出を加え物価要因を控除した
輸出全体の実質成長率は▲ 2.00％と
なった。

② 輸入については、鉱産品の輸入金額が
増加したものの、輸出及び投資に伴う輸
入需要が弱含んだことから、第2四半期
の輸入（米ドルベース）は▲ 5.79％（台
湾元ベース▲ 3.69％）となった。これに
サービス輸入を加え物価要因を控除した
輸入全体の実質経済成長率は▲ 3.70％
となった。

③ こうしたことから、輸出と輸入を相殺
した外需全体の経済成長率に対する寄与
度は 0.64％ポイントとなった。

ロ 内需面について
① 第2四半期の小売業及び飲食レストラ

ン業の営業額がそれぞれ＋ 3.73％、＋
3.01％、国外出国人数が＋ 6.43％、小型
自家用車の新車プレート申請件数が＋
11.29％の大幅増、携帯電話通話料及び
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通信機器購入支出が増加したことなどに
より、民間消費は下支えされてはいるも
のの、政策の混乱が消費マインドに影響
を与え、株式取引量が▲ 2.49％の大幅減
となり、個人投資家の証券取引手数料は
大幅に減少した。また、ファンド役務料
の支払も 35 億元の減少（▲ 27.48％）と
なったほか、金融資産価値も減少（2012
年第2四半期末の上場（店頭）株式時価
総額は前年同期比▲ 3.3 兆台湾元）と
なっている。こうしたことから、消費マ
インドの一部が相殺され、第2四半期の
実質民間消費は＋ 0.76％（速報値）と
なった。

② 民間投資は、業者の生産能力は依然と
して過剰となっており、半導体業者を除
くハイテク業者は引続き資本支出を減ら
している。第2四半期の資本設備輸入額

（台湾元ベース）は引続き減少傾向にあ
り▲ 8.8％となったほか、国内製造業投
資 が ▲ 8.78％、機 械 設 備 投 資 が ▲
8.39％、運輸機械投資が▲ 4.48％となっ
た。一方、建設投資は＋ 3.78％となって
おり、民間固定投資全体としては▲
2.21％となった。このほか、在庫投資（速
報値）は、予測を上回る景気低迷により
供給が需要を上回ったため、第2四半期
の実質在庫投資は 232 億元となり、5月
時点の予測値の 80 億元から 152 億元の
上方修正となった。

③ 公共支出は、政府消費が＋ 2.41％、政
府投資が▲ 16.11％、公営企業投資が▲
14.49％となった。

④ 上記の内需項目を合計した内需全体の
経済成長率（▲ 0.18％）に対する寄与度
は▲ 0.82％ポイントとなった。

ハ 生産面
① 第2四半期における農業生産は▲

2.19％、工業生産は▲ 0.21％となった。
このうち製造業生産は、電子部品、光学
製品、化学材料、石油製品及び機械設備
などの減産により、製造業生産指数が▲
1.56％、実質（速報値）では▲ 0.20％と

なり、経済成長率への寄与度は▲ 0.06％
ポイントとなった。

② サービス業
⒜ 総合商品及び自動車などの販売増の恩

恵を受け、第2四半期の小売業営業額は
＋ 3.73％となったものの、卸売業の営業
額は、対外貿易及び生産活動の不振によ
り▲ 1.74％となった。こうしたことか
ら、卸売小売業全体では＋ 0.58％とな
り、経済成長率への寄与度は＋ 0.10％ポ
イントとなった。

⒝ 情報通信業は、スマートフォン販売の
盛り上がりにより、第2四半期のデジタ
ル通信契約者数が＋ 57.55％となったほ
か、コンピュータプログラミング、資料
処理、情報提供サービス業の営業額が＋
5.91％となったことから、情報通信業全
体の実質成長率は＋ 7.36％、経済成長率
への寄与度は＋ 0.26％ポイントとなっ
た。

⒞ 第2四半期の建物所有権売買移転登記
件数は▲ 1.30％となったものの、不動産
業の 85％以上を占める住宅サービスは
依然として安定した成長を続けており、
不動産全体の実質成長率は＋ 0.59％、経
済成長率への寄与度は▲ 0.05％ポイン
トとなった。

⒟ 金融保険業は、金融機関の利息収支純
額の増加（＋ 5.45％）と上場（店頭）株
式取引金額の大幅な減少（▲ 32.49％）
が相殺され、第2四半期の実質成長率は
▲ 0.45％、経済成長率への寄与度は▲
0.03％ポイントとなった。

⒠ こうしたことから、サービス業全体で
は＋ 1.24％、経済成長率への寄与度は＋
0.78％ポイントとなった。

⑵ 2012 年第1四半期については、各主要経済
指標に基づき修正を行った結果、経済成長率
は＋ 0.40％となり、5月時点の速報値（＋
0.39％）より 0.01％ポイントの上方修正と
なった。これにより、第2四半期（▲ 0.18％）
を加えた 2012 年上半期の経済成長率は＋
0.10％となった。
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3．2012 年下半期及び 2013 年の展望
⑴ 対外貿易

イ 世界経済の低迷に伴う国際貿易の成長鈍
化により輸出全体の伸びは抑制されてお
り、加えて、中国産業のサプライチェーン
の日増しに進む現地化又は内陸化、パネル、
ソラーエネルギー及び幾つかの戦略的産業
の積極的な推進によって、両岸関係は補完
関係から次第に競争関係へと転換してきて
いる。また、台湾内ハイテク業者は国際的
大企業との競争圧力などに直面しており、
こうしたことが台湾の輸出の成長を抑制し
ている。

ロ 一方、世界経済は次第に好転することが
期待されており、IMF は世界貿易量につい
て 2012 年は＋ 3.8％、2013 年は＋ 5.1％に
回復すると予測している。また、モバイル
端末装置の活用、タブレット型及び薄型パ
ソコンやクラウドコンピューティング等の
ICT 産品の日進月歩の開発、ECFA のアー
リーハベスト項目の効果発現、台湾内の電
子・情報通信関連産品に対する需要に加え、
このところの半導体業者は大規模投資によ
り生産能力を拡充させており、こうしたこ
とが輸出の下支えとなる。

ハ 2012 年の米ドルベースの輸出（通関ベー
ス）は 3,030 億米ドル、前年比▲ 1.72％（上
半期▲ 4.73％、下半期＋ 1.30％）、2013 年
は 3,188 億米ドル、前年同期比＋ 5.22％と

なる見通し。輸入は、輸出及び内需の増加
に伴う輸入需要の増加により 2012 年は
2,772 億米ドル、同▲ 1.50％、2013 年は
2,913 億米ドル、同＋ 5.06％となる見通し。
サービス貿易は、観光客の大幅増の恩恵を
受け、安定的な増加傾向となる見込み。商
品及びサービス貿易を合計し、物価要因を
控除した 2012 年の商品及びサービス輸出
の実質成長率は＋ 0.29％、同輸入の実質成
長率は▲ 1.77％となる見通し。2013 年は
輸出、輸入それぞれが＋ 4.27％、＋ 2.59％
となる見通し。

⑵ 民間消費
2012 年第2四半期の就業人数は前年同期

比＋ 1.54％（＋ 16.4 万人）、失業率は 4.14％
となり、金融危機発生前（2008 年第3四半期
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商品貿易年増率
（通関ベース、％） 貿易黒字 商品・サービス貿易の実質

成長率（台湾元ベース％）
商品・サービ
ス貿易収支

輸 出 輸 入 （億米㌦） 輸 出 輸 入 （億米㌦）
2006年 12.89 11.00 213 11.41 4.57 230
2007年 10.12 8.17 274 9.55 2.98 313
2008年 3.63 9.67 152 0.87 ▲3.71 197
2009年 ▲20.32 ▲27.48 293 ▲8.68 ▲13.10 326
2010年 34.82 44.08 234 25.56 28.23 304
2011年 12.26 12.02 268 4.53 ▲0.68 320
2012年(f) ▲1.72 ▲1.50 257 0.29 ▲1.77 315
上半年(p) ▲4.73 ▲5.83 112 ▲2.64 ▲5.26 135
下半年(f) 1.30 3.04 145 3.14 1.85 180
2012年(f) 5.22 5.06 275 4.27 2.59 323

民間消費実質成長率(％)
食品消費 非食品消費

2006年 1.49 3.20 1.26
2007年 2.08 0.67 2.28
2008年 ▲0.93 ▲0.97 ▲0.93
2009年 0.76 1.61 0.64
2010年 3.67 1.99 3.91
2011年 2.97 1.77 3.14
2012年(f) 1.58 2.66 1.43
上半年(p) 1.11 3.03 0.85
下半年(f) 2.03 2.29 2.00
2012年(f) 2.90 1.94 3.03



の失業率は 4.16％）を下回っている。これは
国内労働情勢が引き続き改善しており、消費
喚起にプラスとなっている。一方、このとこ
ろの世界景気の減速、企業利益の不振、株価
及び実質賃金の縮小などは、消費マインド及
び購買意欲に打撃を与えている。こうしたこ
とから 2012 年の民間消費は＋ 1.58％、うち
食 品 分 野 は ＋ 2.66％、非 食 品 分 野 は ＋
1.43％、2013 年は＋ 2.90％となるものと見
込まれる。

⑶ 国定投資
イ 民間投資については、受注が持続的に減

少している影響を受け、2011 年下半期の▲
11.47％に続き、2012 年第1四半期、第2
四半期はそれぞれ▲ 9.03％、▲ 2.21％と
なった。これらを合計した 2012 年の上半
期は▲ 5.66％となった。下半期において
も、光電及びメモリー関連業者の投資は依
然として大幅に減少させ、加えて世界経済
の見通しが不透明であるため、産業投資の
テンポは引続き慎重なものとなると見込ま
れる。一方、技術優位にある半導体業者は
ハイテク製造工程への投資を拡大し、川下
産業の資本支出の増加をもたらすことが期
待される。また、観光客の大幅な増加がレ
ジャー関連産業の投資を促すものと見込ま
れる。昨年の基準値が低かったこともあ
り、2012 年下半期の実質民間投資は＋
3.99％、2012 年通年では▲ 1.03％となる

見通し。また、2013 年は、外需の回復に伴
い、企業の海外生産の比較優位が弱まり、
政府による国内投資環境の改善に向けた取
組みの加速により＋ 3.18％となる見通し。

ロ 公共部門投資については、政府が引続き
各種公共建設計画を推進しているものの、
昨年の基準値が高かったこともあり、2012
年の政府固定投資は 4,291 億元となり、昨
年（4,720 億元）比▲ 9.08％となる見通し。
また、物価上昇要因を控除した実質経済成
長率は▲ 10.64％、2013 年は 4,122 億元、
▲ 3.79％となる見通し。さらに、2012 年
及び 2013 年の公営事業固定投資はそれぞ
れ▲ 5.03％、▲ 2.15％の見通し。

⑷ 物価
イ 国際穀物価格は旱害の影響を受け上昇し

たものの、原油、プラスチック原料及び基
本金属価格は世界需要の弱まりに伴い下落
している。仮に今年の OPEC バスケット
原油価格が1バレル＝ 106.8 米ドル（5月
時点の予測値 115.5 米ドルから 8.7 米ドル
引下げ、7月時点の予測値より 0.8 米ドル
微増）、2013 年のバスケット原油価格が1
バレル＝ 100.5 米ドルとなった場合、2012
年及び 2013 年の卸売物価（WPI）はそれぞ
れ▲ 0.21％、＋ 0.50％と安定した動きと
なる見通し。

ロ 消費者物価指数（CPI）については、国際
食糧価格の上昇により国内関連消費品の価
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固定投資名目金額(億元) 固定投資実質成長率(％)
民間 政府 公営事業 民間 政府 公営事業

2006年 27,307 21,516 3,849 1,942 0.07 3.31 ▲11.21 ▲8.61
2007年 28,414 22,427 3,961 2,025 0.55 1.36 ▲4.46 1.57
2008年 26,659 20,101 4,460 2,098 ▲12.36 ▲15.58 1.18 ▲1.98
2009年 23,536 16,393 4,918 2,225 ▲11.25 ▲18.15 15.94 2.14
2010年 29,602 22,318 4,873 2,411 23.99 33.84 ▲3.10 8.00
2011年(f) 28,890 22,062 4,720 2,108 ▲3.89 ▲2.47 ▲5.40 ▲14.32
2012年(f) 28,639 22,291 4,291 2,056 ▲2.81 ▲1.03 ▲10.64 ▲5.03
上半年(p) 13,456 10,955 1,757 744 ▲7.67 ▲5.66 ▲16.49 ▲14.64
下半年(f) 15,182 11,336 2,534 1,312 2.05 3.99 ▲6.03 1.59
2012年(f) 29,212 23,070 4,122 2,020 1.81 3.18 ▲3.79 ▲2.15



格上昇圧力が高まっており、また、ガソリ
ンや電気代の引上げ効果が引続き存在して
いる。加えて、今年の天候が昨年のように
安定しなければ、青果類の供給が不安定と
なり、価格の安定にマイナスとなる。一方、
政府は物価の動向を引続き注視しており、
CPI の2割近く占める家賃の安定や、通信
費及び耐久消費財価格の下落などによっ
て、物価の上昇が緩和されるものと見込ま
れる。こうしたことから、2012 年の CPI
は7月時点の＋ 1.90％から＋ 1.93％に上
方修正、2013 年は＋ 1.08％となる見込み。

⑸ 以上の要素を総合すると、2012 年通年の経
済成長率は＋ 1.66％となる見通しであり、7
月時点の予測（＋ 2.08％）より 0.42％ポイン
トの下方修正、5月時点の予測値（＋ 3.03％）
より 1.37％ポイントの下方修正。このうち
上半期の経済成長率は＋ 0.10％であり、7月
時点の概算値 0.11％とほぼ同じ。一方、下半
期の経済成長率は＋ 3.12％と見込まれてお
り、7月時点の予測値より 0.81％ポイントの
下方修正（5月の予測値より 2.21％ポイント
の下方修正）。また、2012 年通年の一人当た

り GDP 及び GNP はそれぞれ2万 222 米ド
ル、2万 799 米ドル、CPI は＋ 1.93％となる
見通し。さらに、2013 年の経済成長率は＋
3.67％、一人当たり GDP 及び GNP はそれぞ
れ2万 643 米ドル、2万 1,225 米ドル、CPI
は＋ 1.08％になるものと見込まれる。

Ⅲ 2011 年家庭収支調査結果

1．一世帯当たりの可処分所得は 90.8 万元、中
位数は 78.3 万元
⑴ 2011 年は国内景気が回復し、就業市場も改

善していることから、家庭所得総額は9兆
2,166 億元で、2010 年に比べ＋ 4.6％となっ
た。一世帯当たりの可処分所得は 90.8 万元
で、2010 年に比べ＋ 2.1％となった。一人当
たりの平均値は 27.6 万元、前年比＋ 0.9％と
なった。

⑵ 中位数でみた場合、2011 年一世帯当たりの
可処分所得は 78.3 万元で、2010 年に比べ＋
1.5％、一人当たり可処分所得は 23.4 万元、
＋ 0.7％となった。
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2．一世帯当たりの可処分所得の格差は 6.17 倍、
一人当たりの格差は 4.29 倍
⑴ 一世帯当たりの可処分所得の大きさにより

5等分した場合の上位 20％の一世帯当たり
の平均可処分所得は 182.7 万元で、前年比＋
2.2％、下位 20％は 29.6 万元で、前年比＋
2.7％となり、その格差は 6.17 倍、2010 年の
6.19 倍に比べ 0.02 倍分減少した。ジニ指数
は 0.342 となり、2010 年とほぼ同じ。

⑵ 「世帯ベース」で計算した所得は世帯内人
数の変動に左右されやすいため、「一人当た
り」で新たに計算した可処分所得の格差は、
2011 年は 4.29 倍（2010 年の 4.25 倍より
0.04 倍分増加）。

⑶ 台湾内経済の安定的な成長に伴い、2011 年
の低所得層が獲得した報酬（雇用報酬、産業
所得及び財産所得の純額）は 2010 年に比べ
＋ 3.7％で、高所得層の増加幅（＋ 3.3％）を
やや上回っている。加えて政府の移転収支に
よる所得格差の縮小効果が高まったため、
2011 年の一世帯当たり家庭所得の分配状況

（格差）は 2010 年を下回ったものの、世帯人
員数の増加要因を考慮すると、一人当たりで
計算した格差は僅かながら増加した。総合す
ると、2010 年の大幅な経済成長（＋ 10.72％）
及び 2011 年の中程度の成長（＋ 4.03％）に
伴って、政府が積極的な対応策を実施してい
ることもあり、可処分所得の格差は既に安定
傾向にある。

⑷ 各国間比較については、各国の事情及び調
査内容の相違により、所得の内容、調査対象、
範囲は大きく異なっており、国際間の可処分
所得格差の比較の意義は大きくない。ただ

し、趨勢の変化からみると、世界的な専門分
業化、知識経済化、人口高齢化及び家庭構成
の変化に伴って、世帯を単位とする所得格差
は、多くの国において長期的には拡大傾向に
ある。

3．政府の移転収支によって所得格差は 1.59 倍
分縮小
⑴ 政府は社会的弱者の保護政策を強化し続け

ており、2011 年の各政府機関が各家庭に提供
している各種補助（低所得世帯への生活保護、
中低収入世帯への老人生活保護、各種社会保
障等）によって、所得格差は 1.43 倍分縮小し
ており、2010 年に比べ、0.01 倍分の微増と
なった。さらに、家庭から政府に対する移転
支出によって格差が 0.16 倍分縮小した。

⑵ 家庭及び政府間の移転収支全体としては、
所得格差を 1.59 倍分縮減させており、政府
移転収支を加味しない場合の所得格差は
7.75 倍で、2010 年に比べ、僅かながら 0.03
倍分増加している。

4．世帯あたりの消費支出は＋ 3.8％、貯蓄率は
▲ 4.3％
⑴ 2011 年の家庭消費支出は総額5兆 8,028

億元で、前年比＋ 5.4％。また、一世帯あた
りの消費支出は 72.9 万元で、前年比＋
3.8％。これに対し、一世帯当りの貯蓄は
17.9 万元で、前年比▲ 4.3％。

⑵ 消費支出の内訳を見ると、住宅サービス、
水道・電気・ガス及びその他燃料への消費が
最も多く（24.4％）、次いで食品、飲料及びタ
バコ（16.2％）となっている。国民平均寿命
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が延びるに従って健康保険意識が強まってお
り、医療保険に対する支出割合も 14.6％と
なっている。

5．生活の現代化
⑴ 設備普及率：2011 年の携帯電話及び有線テ

レビの普及率はそれぞれ 91.7％、82.9％と
なった。また、パソコンの普及率は 71.9％に
上昇し、うち 95％の家庭が既にインターネッ
トを使用している。

⑵ 住宅所有率：2011 年の住宅所有率（同居し
ている世帯員のいずれかが住宅の所有権を有
している割合）は 84.6％となった。また、同
居していない配偶者、両親又は子女が住宅の
所有権を有している割合は 3.9％となってお
り、両者を合計すると＋ 88.5％となる。

6．政府の実物給付によって所得格差は 0.42 倍
分縮小
⑴ 政府の各種社会福祉措置による所得再分配

効果を示すため、政府の実物給付分（trans-
fer in kind，例えば身体障害者専門バス、老
人向け乗車車補助、身体障害者向けヘルパー
サービス費補助等）及び受益者資料を収集す
るとともに、税財政資料を利用して当該受益

家庭の所得分位を判断し、所得配分の改善効
果を推定した。

⑵ 2011 年の政府の実物給付総額は 833 億元
であり、世帯当り平均受益額は 1.0 万元、こ
のうち低所得層は 2.3 万元、高所得層は 0.5
万元となっている。2011 年の可処分所得格
差 6.17 倍に対して、政府実物給付を加味し
た場合の可処分所得格差は 5.75 倍となって
おり、格差は 0.42 倍分縮小しているが、2010
年の 0.47 倍分を下回った。
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政府移転收支前
所得格差（倍率）

政府からの移転收入後の
所得格差（倍率）

政府に対する移転支出後の
所得格差（倍率）

所得再分
配効果

年別 A B 社福効果
C=A-B D 租税効果

E=B-D F=C+E

1991 5.31 5.07 0.24 4.97 0.10 0.34
1996 6.17 5.49 0.68 5.38 0.11 0.79
2001 7.67 6.54 1.13 6.39 0.15 1.28
2002 7.47 6.29 1.18 6.16 0.13 1.31
2003 7.32 6.20 1.12 6.07 0.12 1.24
2004 7.41 6.17 1.24 6.03 0.15 1.39
2005 7.45 6.18 1.26 6.04 0.15 1.41
2006 7.45 6.16 1.29 6.01 0.15 1.45
2007 7.52 6.12 1.40 5.98 0.14 1.54
2008 7.73 6.20 1.53 6.05 0.16 1.69
2009 8.22 6.47 1.75 6.34 0.13 1.88
2010 7.72 6.30 1.42 6.19 0.11 1.53
2010 7.75 6.32 1.43 6.17 0.16 1.59
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重要経済指標

実質 GDP
（百万台湾元）

経済成長率（GDP）(％) 一人当たり GDP 一人当たり GNP 消費者物
価上昇率

(％)

卸売物価
上昇率
(％)前年

同期比 前期比 前期比
（年率換算） 台幣元 米ドル 台幣元 米ドル

1996年 7,953,510 5.54 － － 368,729 13,428 373,836 13,614 3.07 ▲1.00
1997年 8,389,017 5.48 － － 396,355 13,810 400,497 13,955 0.90 ▲0.46
1998年 8,679,815 3.47 － － 421,519 12,598 424,659 12,692 1.68 0.60
1999年 9,198,098 5.97 － － 438,384 13,585 442,497 13,712 0.18 ▲4.55
2000年 9,731,208 5.80 － － 459,212 14,704 465,502 14,906 1.25 1.83
2001年 9,570,584 ▲1.65 － － 444,489 13,147 453,084 13,401 ▲0.01 ▲1.35
2002年 10,074,337 5.26 － － 463,498 13,404 474,294 13,716 ▲0.20 0.05
2003年 10,443,993 3.67 － － 474,069 13,773 488,645 14,197 ▲0.28 2.48
2004年 11,090,474 6.19 － － 501,849 15,012 518,280 15,503 1.61 7.03
2005年 11,612,093 4.70 － － 516,516 16,051 529,313 16,449 2.31 0.62
2006年 12,243,471 5.44 － － 536,442 16,491 550,099 16,911 0.60 5.63
2007年 12,975,985 5.98 － － 563,349 17,154 577,869 17,596 1.80 6.47
2008年 13,070,681 0.73 － － 548,757 17,399 562,439 17,833 3.53 5.15
2009年 12,834,049 ▲1.81 － － 540,813 16,359 558,751 16,901 ▲0.87 ▲8.74
第1季 2,928,593 ▲8.12 ▲1.21 ▲4.76 130,049 3,823 135,797 3,992 ▲0.01 ▲9.84
第2季 3,088,340 ▲6.58 3.56 15.02 129,458 3,903 133,398 4,022 ▲0.85 ▲12.80
第3季 3,278,312 ▲1.41 2.59 10.76 136,320 4,152 139,276 4,242 ▲1.35 ▲11.52
第4季 3,538,804 8.82 4.94 21.28 144,986 4,481 150,280 4,645 ▲1.26 0.01
2010年 14,210,285 10.72 － － 588,317 18,588 606,885 19,175 0.96 5.46
第1季 3,306,366 12.90 2.18 9.01 141,890 4,437 148,824 4,655 1.28 6.59
第2季 3,488,606 12.96 2.34 9.69 144,126 4,511 148,740 4,657 1.10 8.49
第3季 3,646,644 11.24 0.91 3.67 151,430 4,734 154,943 4,844 0.37 4.14
第4季 3,768,669 6.50 0.58 2.34 150,871 4,906 154,378 5,019 1.11 2.80
2011年 14,782,363 4.03 － － 592,846 20,122 609,590 20,690 1.42 4.32
第1季 3,525,168 6.62 2.50 10.39 146,184 4,954 153,055 5,187 1.28 3.90
第2季 3,646,394 4.52 0.52 2.11 143,997 4,983 148,105 5,125 1.64 3.99
第3季 3,772,426 3.45 ▲0.47 ▲1.87 151,652 5,194 154,445 5,289 1.35 4.40
第4季 3,838,375 1.85 ▲0.53 ▲2.10 151,013 4,991 153,985 5,089 1.44 4.98
2012年(f) 15,027,339 1.66 － － 603,379 20,222 620,548 20,799 1.93 ▲0.21
第1季(r) 3,539,178 0.40 0.38 1.52 146,544 4,931 152,731 5,139 1.29 1.95
第2季(p) 3,639,886 ▲0.18 0.85 3.45 145,072 4,891 148,974 5,023 1.65 ▲0.93
第3季(f) 3,847,345 1.99 1.38 5.64 153,780 5,129 156,891 5,233 2.44 ▲1.20
第4季(f) 4,000,930 4.23 1.76 7.24 157,983 5,271 161,952 5,404 2.32 ▲0.67
2013年(f) 15,578,608 3.67 － － 618,682 20,643 636,083 21,225 1.08 0.50
第1季(f) 3,708,759 4.79 0.60 2.42 153,530 5,123 160,119 5,343 1.80 ▲0.17
第2季(f) 3,788,831 4.09 0.38 1.51 147,827 4,932 152,034 5,073 1.01 1.04
第3季(f) 3,977,945 3.39 0.59 2.39 157,025 5,239 160,151 5,344 0.67 0.62
第4季(f) 4,103,073 2.55 0.92 3.74 160,300 5,349 163,779 5,465 0.86 0.53

（注）ｒ：修正値、ｐ：速報値、ｆ：予測値
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2012 年第2四半期国際収支を発表

中央銀行が8月 20 日に発表した 2012 年第2四半期の国際収支によると、経常収支が 100.0 億米ド
ル、金融収支が 69.9 億米ドルの流出超、総合収支が 31.1 億米ドルの黒字（中央銀行準備資産の増加）
となった。

【経常収支】
経常収支については、昨年の基準値が高かった

こと、大陸経済情勢の変化及び欧米景気の弱含み
の影響を受け、第2四半期の輸出は前年同期比
5.5％減となった。輸入は、輸出に伴う輸入需要
及び資本設備の輸入が減少したことにより、前年
同期比 5.8％減となった。貿易収支は、輸出の減
少額が輸入の減少額を上回ったことから、前年同
期比 1.4 億米ドル減の 56.2 億米ドルの黒字と
なった。

サービス収支は、前年同期比 9.1 億米ドル増の
14.1 億米ドルの黒字となった。このうちサービ
ス収入は、三角貿易による純収入及び旅行収入の
増加により四半期あたりの過去2番目に高い水準
となった。所得収支は、非居住者に対する株式配
当金の支払が減少したことにより、前年同期比
2.7 億米ドル増の 35.7 億米ドルの黒字となった。
経常移転収支は、昨年同期に東日本大震災に対す
る義援金の送金が行われたことの反動もあり、前
年同期比では赤字が 5.6 億米ドル減少し、6.0 億
米ドルの赤字となった。

このように、商品貿易の黒字が減少したものの、
サービス及び所得収支の黒字が増加し、経常移転
収支の赤字が減少したことから、経常収支は、前年
同期比 16.1 億米ドルの増加（＋ 19.2％）となった。

【金融収支】
金融収支について、直接投資及び証券投資がそ

れぞれ 19.7 億米ドル、135.3 億米ドルの流出超と
なった。このうち、居住者による対外証券投資は、
保険会社による海外債権・証券への投資及び居住
者による海外ファンドへの投資が増加したことな
どにより、74.2 億米ドルの流出超となった。一
方、非居住者による証券投資は、台湾株式への投
資が減少し、61.1 億米ドルの流出超となった。ま
た、その他投資は、台湾の銀行が海外向け短期貸
出及び海外銀行への貸出しを回収したため、80.9
億米ドルの流入超となった。

なお、2012 年上半期の累計は、経常収支が
209.6 億米ドルの黒字、金融収支が 104.6 億米ド
ルの流出超、国際収支が 82.1 億米ドルの黒字（中
央銀行準備資産の増加）となった。

（注）台湾と日本では国際収支統計の項目が一部
異なっており、台湾における「金融収支」は、
日本の国際収支統計の「投資収支」に相当す
るもの。
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台湾内政、日台関係をめぐる動向（2012 年7月中旬-9月上旬）

立法院臨時会の開催、尖閣諸島をめぐる問題

石原忠浩（台湾・政治大学国際関係センター助理研究員）
（元（財）交流協会台北事務所専門調査員）

7月下旬に立法院で臨時会が開催され、懸案であったラクトパミン入り米国産牛肉の輸入開
放にかかる修正法案、証券キャピタルゲイン課税修正法案などが可決した。馬英九総統の次期
国民党主席選挙への出馬表明が非公式になされたが、「ポスト馬」をめぐる動きが目に見える形
で始まった。

馬総統は、日華平和条約発効 60 周年の8月5日に東シナ海の安全と平和を謳った「東シナ海
平和イニシアチブ」を表明した。尖閣諸島にかかる問題で台湾でも散発的な抗議活動が発生し
た。8月下旬に蕭萬長前副総統を顧問とする日台経済協力訪問団が訪日した。

1．立法院の臨時会開催関連

（1）ラクトパミン入り米国産牛肉の輸入開放問
題

消費者の健康の保護、食品の公正な貿易の確保
等を目的として、1963 年に FAO（国際連合食糧
農業機関）及び WHO（世界保健機関）により設
置された国際的な政府間機関であり、国際食品規
格の策定等を行ってる国際食品規格委員会

（Codex Alimentarius Commission、コーデックス
委員会）1は7月5日に第 35 回総会を開催し、食
肉（牛豚）のラクトパミンの残留許容量を 10ppb

（10 億分の1）に制定するとの案件につき表決を
行い、賛成 69 票、反対 67 票という結果で右を基
準とすることを採択した。2コーデックス委員会
の結果は、台湾における米国産牛肉の開放問題の
解決を促す可能性が高まった。馬総統は右結果に
対し、政府がこの4ヶ月推進してきたことは間違
いなかったと指摘した。

国民党籍立法委員は、「コーデックス委員会の
結論は、米国産牛肉問題の法案を臨時会で議論す
るにあたり、公信力を有することになったと」採

決に自信を見せた。3一方民進党は、林報道官が
「国民の健康を守ることに関しては、国際基準を
参考にする」と指摘した一方で、4立法委員の中
には国際基準に従えば良しとすることに違和感を
持つ者もあり、党内が一枚岩でないことを指摘す
る者もあった。5しかしながら、国際組織による
基準案の決定はラクトパミン入り牛肉の開放を推
進する政府にとっては追い風になったのは間違い
なく、馬総統も「米台間の貿易投資枠組み協定

（TIFA）の交渉再開に資するものとなり、将来的
に TPP に加盟する際にも有利な条件になる」と
の見方を示した。6

7月 25 日に開催された立法院の臨時会で、『食
品衛生管理法』修正法案が大きな混乱もなく可決
された。行政院衛生署食品管理局長は、「ラクト
パミンの残留許容量に関する評価報告は早ければ
2週間以内に結果が出ることになり、その後の関
連手続きを経れば9月中旬頃にもラクトパミン入
り米国産牛肉の開放が実施される」と指摘し
た。7なお同修正案にかかる表決は賛成 63 票、反
対 46 票であり、国民両党から各1名の委員が欠
席、棄権があったと報じられた。8
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同決議を受けて馬総統は、「米国との『貿易と投
資枠組み協定』（TIFA）の交渉を再開させ、将来
台湾が TPP に加盟するための有利な環境を創造
し、自由貿易協定を締結する条件は更に成熟した
ものになる」と期待感を示した。9またもう一方
の当事者である米国は、国務省、スタントン AIT
代表らが歓迎の意を表明した。10野党からは、「修
正法案では豚肉と牛肉の区別をしていない」、

「Codex 委員会が示した残留許容量の基準案は最
低標準に過ぎず、台湾住民の健康を弄ぶべきでは
ない」との不満、遺憾の意が表明された。11消費
者団体の、『全国食物安全聯盟』は、「今結果に非
常に失望しており、『食品衛生管理法』修正法案に
賛成票を投じた立法委員に対する罷免案を求める
連署活動を実施する可能性も排除しない」と不満
を強調した。12

旧正月明けの2月上旬から台湾内政のホットイ
シューとなった米牛肉問題は、行政院による国民
党立法委員への説明と説得及び反発、6月の立法
院での野党の徹底抗戦と挫折、7月上旬の Codex
委員会での基準案制定の結果を経て、同月末の臨
時会でようやく修正法案が可決となった。次期大
型選挙まで、あと2年以上もあるこの間、与野党
が経済振興、社会福祉の増進など本当の意味での
台湾住民の関心のある諸問題に取り組むことが期
待される。

（2）証券キャピタルゲイン課税修正法案の可決
今年2月の陳冲内閣の発足に際し、経済建設委

員会主任委員から横滑りの形で財政部長に就任し
た劉憶如は、同内閣が「財政経済内閣」の鍵とな
る人事として脚光を浴びた。13また就任時には、
同人の生母であり、李登輝政権下で財政部長を務
めた郭婉容女史が劉部長と同様に経済学博士の学
歴を擁し台湾大学で教鞭を採った経歴が一緒で
あったことから、台湾で始めての「母子財政部長」
ということで美談として紹介された。14

馬総統は、「貧富の格差の拡大」、「富裕層が払う
べき税金を払っていない」とする世論の要望に対
し、社会の公正と正義の点から推進してきた税制
改革の中でも証券キャピタルゲイン課税修正法案
は重要な政策課題として取り組む姿勢を堅持して
きた。その一方で同法の修正は、投資家、財閥な
ど株式投機で巨利を得ている人々からは不評で

「不景気時にかかる課税措置は株式市場が冷え込
むことになる」と反駁し、企業界から圧力を受け
た一部の与野党立法委員は反対の論陣を張った。

5月上旬に立法院へ関連修正法案が送付され審
議が進む中、5月 28 日には国民党立法院党団が、
行政院案と国民党立法院党団案の折衷案を取りま
とめたが、右折衷案に対し劉部長は「折衷案は、
株取引で大もうけした者が税を支払う必要が無い
ものであり、自身が推進してきた法案との落差が
大きすぎる」として辞任を表明するプレスリリー
スを発出する事態となり、政界に激震が走っ
た。15劉部長の辞任は、同人の生母も 1988 年に財
政部長に就任後、同様の理念から証券キャピタル
ゲイン課税を翌 1989 年から実施したが、新税の
影響で台湾の株価が急落したため、同制度は一年
で廃止され、翌年には財政部長の職を追われる形
となった。台湾メディアは、母娘はともに証券
キャピタルゲイン課税の実施に努力した結果、財
政部長の職を終われることとなった旨報じた。16

同修正法案は、7月 25 日に可決した。新法で
は、2013 年1月1日より課税徴収を再開し、2014
年5月の所得税申告の際に適用できるとしてい
る。財政部によると同法改正により影響を受ける
のは1万人ほどであり、税収は 60-110 億元増え
る見込みだと指摘した。17同修正法案の通過を受
けて、馬総統は「租税史上最も重要な里程標であ
り、内容は完璧なものではないが、先に法案を通
し、再び修正していけば良い」として評価するコ
メントを出した。18一方、抜本的な改革を支持し
ていた「公平税改聯盟」などの団体は、今回の改
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正案は政治と企業が結託した構造は依然として緊
密であることを示したとして、同修正法案は骨抜
きの内容になったと批判した。19『聯合報』紙は、
今回の改正法案は、増税に反対する経済界と公平
正義を求め適切な課税を求める社会団体の批判に
遭う中で「小幅の改革で大幅な失血をした」と論
じたように、苦労して改革を実施した割には成果
に乏しく、政治的ダメージが大きかったと論じ
た。20

改革が中途半端になったのは、馬政権が税制改
革を行うだけの政治的凝集力が作り出せず、財界
の影響力が依然として強かったことが指摘され
る。21 今政策に関しても、劉部長を先頭に先に
大きな改革のアドバルーンを挙げて、党内勢力、
業界との意思疎通を軽視し、反発を受けて慌てて
修正し、結果的には与野党及び世論から大して評
価されないという歴年の悪循環を繰り返すことに
なった。

（3）野党による内閣不信任案の提出
民進党、台聯、親民党の野党三党は、臨時会に

おいて陳内閣の不信任案を提出した。右に対し
て、王院長は立法院の組織法の規定を挙げ「臨時
会は特定の議題につき議論するために召集されて
いる」との理由で、倒閣案を議題に取り上げない
ことを裁決した。右決定に就き野党は、王院長の
態度は憲法違反の疑いがあると批判するととも
に、来週にも憲法解釈を申請し、再び内閣不信任
案を提出すると強調した。22

（4）国家通訊伝播委員会（NCC）委員の人事承
認案

国家通訊伝播委員会（NCC）委員4名の人事承
認案にかかる裁決が7月 26 日に行われた。NCC
は台湾の電信、通信、伝播等通信、放送事業を主
管する行政院下の独立行政機構であり、2006 年2
月に、通信監理の業務を担当していた交通部電信

総局と放送事業を主管していた新聞局の関連部局
などが統合されて成立した機関である。23同委員
は行政院長に指名され、立法院で同意を受ける必
要があり、主任委員、副主任委員を含み7名で構
成され、任期は4年となっている。野党陣営は、
4名の委員候補に対して、二重国籍、学術倫理違
反、経歴詐称があるとして反対票をいれることを
明言していた。国民党委員からも一部委員に対し
て反対票が投じられたが、4名の委員候補は全員
が半数以上の同意案を得て承認され、8月1日に
就任した。24

2．ポスト馬英九の動き

（1）馬主席による次期国民党主席選挙の出馬表
明と反応

国民党は7月 12 日に中央常務委員会を開催し、
馬主席は来年夏に改選予定の次期党主席選挙に出
馬する意向を表明した。25馬主席は、「国民党は分
裂したり、内紛をしている余裕はない、団決して
改革を行なってこそ、困難と危機を乗り越えられ
る」と強調した。今回の馬主席の、次期主席選挙
出馬表明の背景は、党内の一部から出ている「国
政に集中するために党務から、退いてもいいので
はないか」という声を打ち消す意味があるとの指
摘がされた。26野党は、民進党の黃偉哲立法委員
が、「馬総統は自身の権力が他人の手に移るのを
恐れているのであれば、先に民生問題を解決すべ
きであり、党内権力の分配を優先すべきではない」
と指摘し、陳亭妃委員も異口同音に「解決すべき
民生問題がたくさんあるのに、馬総統が現段階で
次期党主席選挙への出馬を宣言したことは、自分
の政治権力にしか関心がないことを示すものだ」
と批判した。27かかる早い段階で非公式ながらも
出馬宣言を行なわざるをえなかったのは、「林益
世事件」で動揺する党員に対し明確な説明がなく、
政府党関係者が誰も責任を負わなかったことへの
懐疑、不満が渦巻いている現状への対応を余儀な
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くされたこと、当然のことながら任期を4年近く
残した時点でのレームダック化を避ける意図があ
ることは想像に難くない。

国民党主席は 2013 年7月に改選予定で任期は
四年。仮に 2017 年までの任期を全うすれば、
2014 年の直轄市を含む地方選挙、2016 年の総統、
立法委員の国政選挙まで党の実権を握り、後継者
の選定にまで影響力を行使することが可能にな
る。しかしながら、馬総統の本当の狙いは総統退
任後の影響力の保持よりも、2013 年に党主席を退
任することは、党務面では、2016 年の総統選挙を
見据えた党内権力闘争が早い段階で勃発すること
が不可避という点がある。そして党内での求心力
が失われれば、レームダック化し、施政面で総統
任期の間に自身が成し遂げる改革の実現が困難に
なることを憂慮したはずである。

現段階で次期主席選挙に正式に出馬を名乗り出
るライバルは出ていないが、馬主席が早い段階で
党主席再任の意思をしめしたことで、「ポスト馬」
の動きを牽制したとの見方もできよう。

（2）ポスト馬をめぐる有力者の動き
馬総統の次期主席選挙への出馬宣言に対して、

ポスト馬の有力候補とされる呉敦義副総統は即座
に馬主席の再選支持を表明した。28その一方で翌
日の台湾各紙は王金平立法院長と蔡英文前民進党
主席が7月 11 日夜に会談していたと大きく報じ
た。29王院長は右会談について、「臨時会の議事運
営、蔡女史の基金会などにつき意見交換をした」
と説明したほか、「蘇貞昌主席にも臨時会につき
協力をお願いしている」と弁明した。『聯合報』は、
かかる敏感な次期に二人は何を話したのかと疑義
を呈するコラムを掲載した。30

王院長は、国民党本土派の重鎮の一人であり、
李登輝元総統や民進党関係者とも一定の関係を有
しているとされ、2005 年の党主席選挙、2007 年の
総統公認争いで馬と王の二人が激しく争った経緯

から、台湾のメディアは二人の関係をライバルと
して扱ってきた。この時期に「陰謀論」的な報道
が出てきたのは、国民党系メディアが早い段階で
ポスト馬の争いの中で王を脱落させるという陰謀
ではないかと指摘する向きもあった。
「密会」報道の翌日に王院長は自ら、自身の主席

選挙への出馬の意思はなく馬主席の再選支持を言
明するとして火消しに躍起になった。31その後も
郝龍斌台北市長から馬主席再選支持の声が挙が
り、7月 23 日には、朱立倫新北市長、胡志強台中
市長も異口同音に馬主席の再選支持、馬総統、呉
副総統ペアの支持を強調し、いったんは「ポスト
馬」問題は棚上げになった感がした。32

（3）郝台北市長の陳前総統の『保外就医』支持
発言とその余波

8月中旬以後、「ポスト馬」問題に意外な形で波
紋を投げかけることになったのは、郝台北市長の
言動であった。8月 21 日に郝市長は、1989 年に
葉菊蘭（民進党籍）元交通部長の夫で戒厳令時代
に反乱罪で起訴され、言論の自由を訴え焼身自殺
した鄭南榕氏を記念するイベントに出席した際
に、「陳前総統の『保外就医』（Compassionate
release）33問題は台湾社会の傷跡を和らげる指標
的な意義を持つ」として政府関係者に積極的に処
理するよう促した。34同市長の発言に対し、国民
党報道官は、「馬総統の立場は一貫している。右
案件は法律問題であり、政治問題ではないとの立
場である」としたが、右件については総統から何
ら指示を受けていないと述べるにとどまった。35

所管機関の法務部は「現在の陳前総統の病状は『保
外就医』を受ける条件には適していない」と説明
した。36郝市長の幕僚である台北市報道官は、「今
回の発言は政治的な考慮はなく、与野党（藍緑）
の闘争が台湾の発展を妨げていることに憂慮を感
じたことにある」と説明した。37しかし、同じ藍
陣営からは、「総統選挙出馬を見越した緑陣営、本
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土派へのご機嫌取りではないか」、「合理的説明に
欠ける」など厳しい見方が大勢を占めた。38緑陣
営は、蘇主席が「郝市長の呼びかけと主張は前向
きな態度であり、多くの藍陣営の友人が積極的に
立ち上がることを期待する」とするなど各陣営の
反応も深謀遠慮が伺えた。39

陳前総統の健康問題にかかる「保外就醫」及び
特赦問題は、同人の健康状態悪化の消息が伝わる
度に、人権団体、緑陣営から提起されてきたが、
馬総統は、一貫して「法律にしたがって処理する」
との態度を崩していない。一方、世論は右問題を
どのように考えているかは『TVBS』が8月 23 日
に行った電話調査の結果が参考になり、興味深
い。40

表1は陳前総統の「保外就医」に賛成が 51％と
反対（原文は「不賛成」）の 23％を大きく上回っ
た。地域別では、政党支持傾向に近い「北藍南緑」
の様相で南部住民の賛成者が6割を超えている。
表2は、郝市長が主張した「保外就医」が与野党
対立の緩和に資するか否かという問いだが、「資
する」39％と「資さない」41％と拮抗する形になっ
た。支持政党別では、民進党支持者は 66％が「資
する」と回答したが、国民党支持者は逆に 65％が

「資さない」という眞逆の回答になった。

かかる調査結果から、台湾では最も急進的な統
一支持派とされ新党の幹部まで務めた郝市長の発
言が、藍陣営の反発を引き起こしたのは納得でき
る。また台湾民衆は、「保外就医」問題を政治的な
理由ではなく、人道的立場から捉えていると解釈
することが可能な結果となっている。

郝市長の動きは、その後も止まらなかった。8
月 24 日に台風 14 号が上陸した屏東県は、観測史
上 117 年ぶりの豪雨の被害にあったが、郝市長は、
自ら屏東県長に電話で慰問の意と被災者に対し、
台北市政府が一戸あたり3-5千元の「救助金」を
支援する旨表明した。41また同 26 日には、同台風
で深刻な被害に遭った東部の台東県に対しても屏
東県の被災者と同様の支援を表明した。42なお台
北市政府関係者は「救助金」の経費は、台北市が
過去に集めた災害義捐金の余剰資金であり、過去
にも同資金を利用して他県市の被災者支援を行っ
たことがあり、違法性はないと説明した。一連の
動きに対して、被災地の曹啟鴻屏東県長は、「救済
と政治を結び付けるべきではない」と強調した
が43、複数の台北市議は異口同音で「市長は総統
選挙に出馬する」との表明であるとして、同人の
政治的野心を指摘した。44過去三代の総統、李登
輝（当時は公選で選出）、陳水扁、馬英九のいずれ
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表1 陳水扁前総統の「保外就医」に対する賛否調査

全体 地域別
北北基 桃竹苗 中彰投 雲嘉南 高屏澎

賛成 51％ 49％ 45% 48% 60% 61%
反対 23％ 27% 35% 20% 15% 19%

意見なし 26％ 24% 20% 32% 26% 20%

表2 陳水扁前総統の「保外就医」は与野党対立の解消に資するか否か

全体 支持政党傾向
民進党 23% 国民党 28% 中立 41% その他8 %

資する 39% 66% 26% 32% 41%
資さない 41% 23% 65% 37% 35%
意見なし 20% 11% 10% 31% 24%

資料元：「前總統陳水扁保外就醫議題民調」『TVBS』（2012 年8月 23 日）http://www1.tvbs.com.tw/FILE_DB/
PCH/201208/swf04jelhs.pdf



も台北市長を経験しており、台湾政治において、
台北市長は非常に重要なポストと見なされ、彼ら
の一挙手一投足は大きな注目を集めてきた。

一方で、郝市長はかつて国民党から飛び出し新
党に合流した国民党内では非主流派の人物であ
り、参謀総長を8年務めた父を持ち、米国の博士
号を有する典型的な外省人エリートであり、政治
的には南部では不人気のキャラクターであり、総
統選挙で南部で票を取るのは困難と見なされ、ポ
スト馬の候補に挙がることはあまりなかった。ま
た政治スタイルもパフォーマンス的言動はほとん
どせず、政治家に不可欠な冠婚葬祭などの有権者
への世話も極力避けてきた。だから、今回の一連
の動きは驚きをもって迎えられたのである。匿名
の政府高官は郝市長の言動、胡台中市長陣営から
同人の次期主席選挙への出馬を促す消息は、「『偽
のイシューであり』郝胡両名の本当の狙いは、次
期行政院長ポストにあり、誰が同ポストに就くか
でポスト馬をめぐる次世代の動向の指標となる」
との見方を指摘した。45

馬総統は8月 27 日に沈黙を破るべく、『中央社』
の単独インタビューをに受け、「『保外就医』は法
律、医療問題であり、政治問題ではない。特赦こ
そが政治問題である。」と従来の立場を改めて強
調し、陳前総統の特赦に関しては、「過去にも何度
ものべたが考慮していない」と強調した。46また

「保外就医」は、釈放に等しいことであるとの見解
を披露した。郝市長の南部支援の動きに関して
は、「台北市が他県市を支援するのは伝統であり、
すばらしいことである」と肯定した。

馬総統の「『保外就医』は釈放に等しい」との見
解については、法曹界の一部から、「保外就医」は
釈放ではなく同人の自由は依然として制限される
として、馬総統の見解は台湾の法律と合致しない
との指摘が見られた。47

時期尚早との指摘を承知して現段階での国民党
の次期総統候補に関する世論調査の結果は表3が

記したように、早くから有力視されてきた朱新北
市長が独走状態であるものの、北部でしか票が取
れないとみなされてきた郝市長は、呉副総統を抑
えて2番手となっている。一時期は、本命の一人
とみなされたこともあった呉副総統は、同人の親
族が林益世事件との関連を指摘される報道があっ
たこともあり、3番手に甘んじることとなった。
なお、健康上に問題があるとされる胡台中市長は
選択肢に含まれていない。いずれにしろ、現段階
の雰囲気を知るには適当な資料である。

3．民進党の動向

（1）全国党員代表大会の開催
民進党は7月 15 日に同党最高権力決議機関で

ある第 15 期第1次全国党員代表大会を開催した。
蘇主席は祝辞で、「民進党は開放的で、台湾社会に
根をおろし、大衆に近しい存在であるべきであり、
新たな挑戦を受け止め、台湾を引き続き前進させ
なければならない」と強調した。48同大会では党
内権力の核心となる中央常務委員などを選出した
が、同委員には最有力派閥であり蘇主席を支持す
る新潮流派から3名の当選を出したほか、蘇主席
に近い関係者も1名当選したことから、彼らの勝
利と論じた。49一方で、民進党系の『自由時報』紙
は、以前ポスト陳水扁争いをした蘇のライバルで
もあった謝長廷、游錫堃という元行政院長の両名
も当選したことで、新潮流、謝系、游系が勝利者
と論じた。50筆者の感想としては、党内融和のた

交流 2012.9 No.858

― 45 ―

表3 国民党の次期総統候補支持調査

人物 支持度
朱立倫 39％
郝龍斌 15％
吳敦義 5％

いずれも支持しない 11％
意見なし 31％

資料元：「前總統陳水扁保外就醫議題民調」『TVBS』（2012 年8
月 23 日）http: //www1. tvbs. com. tw/FILE_DB/
PCH/201208/swf04jelhs.pdf



めに蘇主席は「独裁」などのそしりを受けぬよう
各勢力のバランスを配慮し、各勢力が一定の影響
力を行使できる位置取りをしたという感じてい
る。

他に注目すべき点は、呂秀蓮元副総統と蔡英文
前主席は党大会には出席したものの、中央常務委
員会の選挙には出馬せず、暫時党内の権力核心か
ら退くことを選択した。しかし、『自由時報』も論
じるように現段階で民進党内で最も声望のある蘇
と蔡の競合は次期総統選挙へ向けて焦点となるの
は間違いない様相である。51

（2）蔡英文前主席の基金会の成立
総統選挙の敗北、党主席の辞任後は党務から離

れたが、依然として民進党の次期総統の有力候補
である蔡前主席が主催する基金会「小英教育基金
会」が8月7日に成立した。開幕式のレセプショ
ンには、蘇主席をはじめとした「天王」の出席は
無かったものの、社会各界から多くの賓客が出席
したと報じられた。52蔡前主席は、挨拶で「思考
力、行動力、社会力を以って幅広い民間の力を結
合させ、台湾に希望の光をともしたい」と抱負を
語った。同基金会の執行長には、元政治大学教授
で財政部長を務めた林全氏が就任したほか、理事
には総統選挙を一緒に戦った蘇嘉全前秘書長のほ
か、立法委員、学者の名前が連なっている。蔡女
史は、同基金会で力を蓄え、今後に備えるとの見
方が大勢を占めている。

4．台湾経済情勢

国際経済情勢の影響を受け、台湾経済が失速し
ている。7月以降、下半期の動向も含め、政府機
関、シンクタンクなどでは、今年度の経済成長率
予測を下方修正する中、8月 17 日に主計総処が
公表した 2012 年の経済成長率は、7月末に公表
した予測より更に下方修正され 1.66％となっ
た。53石素梅主計長は、速報値では 2012 年第二季

の成長率は 2009 年第四期以来のマイナス成長を
記録したと指摘した。かかる状況を受けて、馬総
統は関係部署に対して、経済振興策の断行の必要
性を指示した。54また同処が8月 22 日に公表し
た失業率は 4.31％と今年最高水準を記録するこ
ととなった。55

5．馬総統の「東シナ海平和イニシアチブ（東
海和平倡議）｣の発表

馬総統は、日華平和条約の発効 60 周年の8月
5日、当時右条約が調印された台北賓館の記念活
動に出席した際の祝辞において、右条約により「中
華民国が台湾、澎湖の主権を回復した」として台
湾と中華民国の密接な関係を改めて強調した。56

一方、羅福全元駐日代表は、自身の新書発表会で、
「サンフランシスコ平和条約は日本が台湾と澎湖
を放棄したことを確定したが、台湾の主権の帰属
先は明言しておらず、馬総統が主張する『日華平
和条約で台湾が中華民国へ返還された』というの
は曲解であり、誤った歴史観である」との指摘が
された。57台湾の帰属問題においては、台湾では

「中華民国派」（主に国民党支持者）、「台湾派」（主
に民進党支持者）で解釈が分かれている現状を示
した。

また馬総統は同祝辞の中で、尖閣諸島の論争に
かかる状況が東北アジア地域の安定に影響を与え
る可能性を指摘し、同地域の持続的平和と安定、
経済の発展と繁栄、海洋生態の永続的発展を促進
させ、関係国が積極的に共存共栄の道をはかるこ
とを望むとして、①対立行動をエスカレートしな
いように自制する。②争議を棚上げにし、対話と
意思疎通を放棄しない。③国際法を遵守し、平和
的手段で争議を解決する。④コンセンサスを求
め、「東シナ海行動規範」制定する。⑤協力メカニ
ズムを構築し、東シナ海の資源を共同開発するの
5項目からなる「東シナ海平和イニシアチブ」を
提案した。
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同発言につき、国防問題に詳しい林郁方委員（国
民党）は、馬総統の発言は、もし自国の国防実力
と自国を守る強い意志がなければ空虚なものであ
ると疑義を呈した。58その一方で、民進党陣営か
ら前述の羅元駐日代表が「右イニシアチブは、主
権問題の棚上げ、平和協議、海域の共同利用など
に言及しており、良い方向である」と肯定したほ
か、劉世忠国際事務部主任も「釣魚台問題で明白
な意思表示をすべきであると呼びかけてきたが、
今回『平和的解決の希望を表明したことはしない
よりは良い』と一定の評価をした。59

また同イニシアチブについては、玄場外務大臣
が8月7日の記者会見で香港フェニックステレビ
記者が馬総統が提案した内容についての質問を受
けた際に「東シナ海のいわば平和・安定のために
具体的な協力を進めていくということは大切なこ
とだというように思っております」、「東シナ海に
ついて、さまざまな協力形態というのは、まだ具
体的にはなっておりませんけれども、考えられな
いわけではないと思います。」との発言60を受けて
台湾外交部は、「我が方が提案した平和、理性的な
方法によって尖閣諸島の論争を解決するよう呼び
かけたことへの回答であり、ある程度馬総統の主
張する『東シナ海平和イニシアチブ』の主張に符
合し、我が方は日本の姿勢を肯定する」との声明
を出した。61

6．尖閣諸島を巡る動き

（1）香港人保釣関係者の尖閣上陸事件と台湾の
反応

8月 15 日、香港の「保釣」（注：尖閣諸島の「中
国」による領有権を主張し、同諸島の奪取を目標
とする「民間人」）関係者が尖閣諸島の魚釣島に上
陸し、上陸者5名を含む 14 名が沖縄県警に逮捕
された事件は、事実関係をはじめ翌日の台湾各紙
は詳細に報じた。62台湾当局は、当初逮捕者の中
に台湾籍の人物がいなかったこともあり冷静な対

応をした。15 日は、外交部が「我々が尖閣諸島（台
湾名：釣魚臺列嶼）の主権を有している」などの
従来の主張を述べたほか、日本政府に対し「今件
の香港の保釣関係者の逮捕は地域の平和と安全に
資するものではないので、早急に関係者を釈放す
るよう」呼びかけた。63一方、匿名の外交部関係
者は「日本政府関係者は早い段階で魚釣島に上陸
した5人の逮捕及びその後の9人の逮捕につき台
湾側に通知してきており、善意ある対応をしてい
る」と述べた。64

また、香港の活動家と合流して尖閣海域に航行
しようとしたが漁船を借りることが出来ず、航行
を断念した台湾の保釣団体「中華保釣協会」関係
者は、15 日交流協会台北事務所に赴き、「釣魚台
は我々のものだ」と高らかに叫ぶ抗議活動を実施
した。65また8月 15 日は終戦記念日ということ
もあり、同事務所には台湾籍「慰安婦」を支援す
る団体が、日本政府に対する賠償と謝罪を要求す
る抗議活動も行われた。66

民進党は同事件に対し蘇主席が「釣魚台は我々
のものであり、放棄したことはない」と指摘しな
がらも「衝突をさけ、平和を優先させ漁業権を確
保すべき」であると述べた。また民進党の林俊憲
報道官も「民進党は平和的な方法で論争を解決し、
両岸は今件で協力すべきでなく、台湾が利用され
て中国と協力して日本に対抗しているとみなされ
るのを避けねばならない」と強調するところが
あった。67

『中国時報』は、政府関係者の話を引用し、政府
の国家安全部門は、保釣運動の起こりうるシナリ
オを検討していたが、活動家が島に上陸して国旗
を挿すような行為は全く想定されていなかったと
述べるとともに、馬総統は尖閣問題についての最
高の指導原則である「中国と連繋しない」を基本
に対応策を模索したと指摘した。68

台湾の世論は、台湾当局の右問題への対応をど
のように評価しているのだろうか。『TVBS』が
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8月 14 － 15 日にかけて実施した世論調査では、
台湾当局が「釣魚台」の主権を護るパフォーマン
スに「満足しない」の 56％が「満足する」の 19％
を大きく上回り（表4）、当局の「釣魚台」の主権
を護ることに対して信頼できるかの問いにも「信
頼できない」66％が「信頼できる」20％を大きく
上回る（表5）当局には極めて厳しい結果となっ
た。69日本の官民は領土問題の存在の有無にかか
わらず、台湾世論が当局の対応に大きな不満と不
信感を抱いている現状について明確に認識する必
要がある。

台湾外交部は、翌 16 日には更に詳しく尖閣諸
島にかかる領土主権の正当性を主張し、日本政府
に対し主権争議の存在を認めるよう呼びかけたほ
か、馬総統が先日提案した「東シナ海平和イニシ
アチブ」に基づき関係者に対し平和的な方法で論
争問題を解決するよう呼びかけ、同時に中国大陸
と共同で尖閣問題を処理しない方針に変化はない
と強調した。70また同時に董國猷外交部政務次長
は、樽井澄夫交流協会台北事務所代表を呼び、尖
閣諸島における台湾の立場につき説明するととも

に、「今回の香港人関係者の尖閣上陸と台湾の国
旗を同島に挿したことは自発的な行動であり、我
が方は全く承知していない」として今件につき中
国大陸と連携していないと説明するとともに、日
台間で喫緊の問題となっている漁業問題のために
漁業交渉の再開を促したと報じられた。71

さらに翌 17 日、日本政府が魚釣島に違法上陸
した容疑者を釈放したことに対し、外交部は「地
域の緊張情勢を和らげ、地域の平和と安定に資す
る」と指摘した。72一方、日本が尖閣諸島を実質
的に支配していることに対し、「竊佔」（注：不当
に盗む取り、占拠しているの意）という強い言葉
で日本が実質支配する違法性を強調した。右表現
の背景には、董政務次長が樽井代表に対し「日本
は尖閣諸島の主権問題に論争がある事実を認識す
べきである」と指摘したことが、不適当であると
の批判を意識したものとの指摘がされた。73また
同日、中津川博郷議員ら一行と会見した楊外交部
長は、尖閣諸島に対する台湾の従来の立場を繰り
返すとともに、馬総統が8月5日に提案した「東
シナ海平和イニシアチブ」の精神にしたがい、各
方面は論争を棚上げし、東シナ海を平和と協力の
海にすることを望むと強調した。74中津川議員か
らは、尖閣諸島にかかる日本の立場への言及とと
もに、漁業会談の実施を促すとともに馬総統の提
案した「東シナ海平和イニシアチブ」に対し高く
肯定したとの説明がなされた。

（2）日本人関係者による尖閣諸島の上陸と台湾
の反応

8月 19 日未明に日本の国会議員を含む 100 数
十名が尖閣諸島海域に向かい、魚釣島沖の船上で
慰霊祭を行い、東京都議をはじめ 10 名が同島に
上陸したことにつき、台湾側は楊外交部長が再度、
樽井代表を呼び、「今回の挑発行為は東シナ海の
緊張を高めることにある」として厳重な抗議をし
た。75総統府関係者は、「関係者は国連憲章の『紛
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表4 政府の「釣魚台」主権を護るパフォーマンスに対する満足度

回答 比率
非常に満足 3 %

満足 16%
非常に不満 25%

不満 31%
意見なし 25%

表5 政府が「釣魚台」の主権を護ることに対する信用度

回答 比率
非常に信用する 5 %

信用する 15%
あまり信用しない 26%
全く信用しない 40%

意見なし 14%
資料元：「馬總統滿意度、釣魚台及陸生健保爭議民調」『TVBS』
（2012 年8月 15 日）
http: //www1. tvbs. com. tw/FILE_DB/PCH/201208/
5n0481d14g.pdf



争の平和的解決』の基本原則に立ち戻るべきであ
る」と呼びかけた。民進党は、報道官が「領土問
題は外交、平和的方法で解決すべきであり、馬総
統と中国のように公務船を派遣するやり方は支持
できない」と強調した。76

8月 31 日夜、交流協会台北事務所の敷地内の
石碑がペンキをかけられ、パソコンで製作された

「慰安婦紀念碑」と記された文字が貼られる事件
が発生した。77警察は、容疑者は3名であると発
表した。（9月上旬未解決）右事件につき夏季昌
外交部報道官は「台湾住民は意見を表明する際に
は、激烈な方法を採らないように」と冷静な態度
を呼びかけるとともに警察関係者に台湾における
外国公館の警備を強化するよう要請した。

7．NHKによる馬総統へのインタビュー

馬総統は8月 20 日、総統府にて NHK の単独イ
ンタビューに応じ、尖閣諸島問題、日台関係、両
岸関係などの問題につき答えた。78質問は 12 項
目あったが、尖閣諸島、東シナ海などの問題に5
項目が割かれたのが注目された。尖閣諸島問題に
関しては、「同諸島の主権は我が方にあり、争議を
棚上げし、平和互恵、共同開発する」（中国語：主
權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開發）という立
場を改めて強調したほか、「日台漁業交渉を引き
続き行い、一定の進展があれば、日台間の衝突の
可能性は軽減できるだろう」として日本側に漁業
交渉の再開を促した。また「尖閣諸島問題に関し
ては、中国と協力して処理することはない」とい
う一貫した立場を再度強調するところがあった。

馬総統がこの時期に NHK のインタビューを受
けた背景には、8月5日に｢東シナ海平和イニシ
アチブ｣を発表し、香港人活動家の上陸事件と逮
捕及び釈放、日本関係者の上陸を経て、改めて日
本の世論に台湾側の「中国とは協力せず、平和的
解決を希望する」との姿勢を訴える狙いがあった
ものと思料される。

8．日台経済協力ミッション団の訪日

梁国新経済部政務次長を団長とし、蕭萬長前副
総統が最高顧問を努める「2012 年経済部台日産業
協力訪問団」が8月 27 日から訪日した。他には
廖了以亜東関係協会会長、黄茂雄工商協進会名誉
会長らが同行した。梁団長は台湾メディア向けの
記者会見で、同訪問団の目的につき、①日台双方
の投資の促進②経済貿易組織への訪問を通じて日
台産業間協力を深化させる検討③潜在力のある協
力企業を訪問し、ビジネスチャンスを見出すの3
項目を挙げた。79同 27 日に、訪問団は日華議員懇
談会の歓迎宴を受けたが、蕭前副総統は「台湾、
日本、中国で黄金のトライアングルを形成しよう」
と日本側に協力を呼びかけた。80スケジュールの
途中から合流した郭台銘鴻海精密工業会長は日台
筋の関心を集めるシャープとの協力関係につき

「我々には失敗できないプレッシャーがある」と
の厳しい心境を吐露する一方で、新たな協力関係
を模索していることも示した。81

訪問団は訪日中、28 日に日台4企業による合弁
会社設立の調印82、鴻海精密工業によるNEC から
の液晶技術の購入など日台企業の協力関係で目に
見える成果があった。83その一方で、8月 30 日に
同訪問団はシャープの堺工場を視察し、その後に鴻
海とシャープの間で新たな協力関係が発表されると
予測された記者会見に郭鴻海会長が雲隠れ（神穏）
し、帰台してしまったことから、メデイアからは「両
者の協力関係は未だに不透明」と報じられることと
なった。84その後、郭会長からは「協議は継続中」、
シャープの方からも奥田社長は「自ら訪台し、郭会
長と会談したい」と述べるなどし、両社の協力のあ
り方はまだ模索しているとの指摘がされている。

台湾メディアは、今ミッション団の訪日に関し、
「鴻夏恋」（鴻海とシャープの恋）85の行方と郭会
長の言動にばかり関心を集中させたが、蕭前副総
統一行は三大商社をはじめ重要な企業を訪問し、
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台湾企業関係者を引き合わせるなど実務的な仕事
をしたと評価する論評も見られた。86

9．日台学術交流

（1）日台関係にかかるシンポジウムの開催
5月2日に、日華断交後の 40 年の回顧と将来

を展望する学術シンポジウムが開催され、日本か
らは桝添要一新党改革代表、池田維元交流協会台
北事務所代表、高橋雅二元交流協会理事長、台湾
からは、過去の駐日代表である許水徳氏、羅福全
氏及び彭榮次前亜東関係協会会長など日台実務交
流に携わった関係者が多数出席した。87午前の
セッションでは、出席者から、異口同音で現在は
日華（台）断交以来最も良い時代であるとの指摘
がなされた。また、会議に参加した関係者は翌3
日、総統府に蕭副総統を表敬した。88蕭副総統は、

「文教交流は日台関係において重要な役割を果た

している」と肯定するとともに、自身も「副総統
退任後は、日台間の経済協力にかかる交流の仕事
に関与し、日台間の実質関係の進展に努力したい
と発言するところがあった。

（2）輔仁大學で日本研究センターの設立記念シ
ンポジウムが開催

台北市の輔仁大學で6月2日、日本研究セン
ター設立記念シンポジウム「日本研究における人
文と社会科学の対話」が開催され、同会議には楊
進添外交部長、邱坤玄・国家安全会議諮詢委員ら
高官のほか、許水徳元駐日代表、羅福全元駐日代
表、岡田交流協会台北事務所総務部長など日台関
係筋が多数出席した。89江漢声輔仁大学学長は、
祝辞で同センターが台湾における日本研究で重要
なシンクタンクとなることを期待すると述べると
ころがあった。90
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コラム：日台交流の現場から

交流協会設立 40 周年に想う

公益財団法人交流協会専務理事 井上 孝

当協会は、1972 年 12 月8日に、外務大臣及び
通商産業大臣の認可を受けて、日本と台湾の間の
経済・文化・人的交流を、日本政府に代わって民
間の実務的関係として、維持発展させることを目
的とする財団法人として設立されました。

その後内閣総理大臣の認定を得て本年4月1日
には公益財団法人交流協会へと移行しましたが、
実態及び事業目的は実質継続しており、本年 12
月には設立 40 周年を迎えることになります。

当協会設立の歴史を考えれば当然のことです
が、当協会設立 40 周年ということは、同時に日中
国交回復 40 周年、また、日本と台湾の間で外交関
係が終了してから 40 年ということになります。

この 40 年間において、台湾の政体は、大陸と同
様の党が国家を指導する一党独裁の時代から、民
主的に総統及び立法委員が選出される政体に平穏
裡に変革され、また、その後二度の政権交代を経
験することになりました。

この間、日本企業の台湾経済・台湾企業に対す
る評価は着実に高まり、今や経済交流は切り離し
のできないまでに進んでいます。また、人的・文
化的交流もますます拡大しています。最も重要な
ことは、この間日台民衆の双方に対する信頼感・
親近感は高まり、いまや、互いに最も信頼できる
相手となっていることです。

当協会 40 周年に対する評価基準は、当協会設
立の経緯を考えますと、単純ではないかもしれず、
立場によって様々な見方があり得ましょう。しか
し、当協会 40 年間の実績については、交流協会役
職員として日台交流の現場にいる者としては、誇
り得るものと考えています。

台湾当局者も、つい最近まで、日台関係は過去
最高の状態にあると誇っていました。

しかしながら、このような状況を一変させかね
ない要因があります。

尖閣諸島です。尖閣諸島が日本の領土であるこ
とについては、歴史的にも国際法上も疑いのない
ものであり、実効支配もしています。したがって、
日本にとって本件は変更の余地はなく、この点に
ついて深く洞察しないいかなるアプローチも成功
の見込みがないことになるのではないでしょう
か。

台湾の民衆世論においては、漁業権益確保こそ
が最も重要であり、この点の解決こそが最優先さ
れるべきであるとの声も強いように聞いていま
す。

他方、領土については、その取り扱いを誤った
場合、理性の声を吹き飛ばしてしまう危険性を常
にはらみます。

交流協会の一員として日台交流の現場にいる者
としては、日本側の立場を深く洞察されることを
願い、かつ、尖閣諸島の平穏かつ安定的な状況を
維持するための日本側の努力を正当に評価するよ
うに関係者に強く訴え、理性の声を吹き飛ばす事
態を招くことにはならないよう、強く願わざるを
得ません。

この 40 年間における日台双方関係者努力の成
果が、一挙に雲散霧消してしまうことは避けなけ
ればなりません。

なお、申しあげるまでもありませんが、以上は
すべて筆者の私見です。
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編 集 後 記

6月に交流協会総務部に着任してから、3カ月が経過しようとしております。自身としては、台
湾には1回しか行ったことがなく、台湾についてはほとんど知識のない状況です。

台湾には前々職の時代の 2008 年2月に、台湾新幹線プロジェクトの債務問題の関係で出張し、台
湾高速鉄道側と今後の解決の方向性について打ち合わせをしましたが、台湾新幹線に乗車すること
も業務の一つでありました。

当時は、羽田からの便で桃園国際空港に到着後、台湾高速鉄道の桃園駅から左営駅まで乗車して
高雄に一泊し、翌日朝の便では左営から板橋まで乗車ました。

台湾新幹線の各駅は、コンペによってデザインが決定されたとのことで、高雄に向かう夕暮れ時
の各駅の雰囲気は、日本の新幹線の駅よりも洗練された印象を受けました。また、車両は 700T 型
で、現在の東海道新幹線の主流である「のぞみ」の 700 系の台湾新幹線バージョンです。車内は日
本の新幹線よりもゆったりしているのではないかと思えるほど快適で、乗り心地も良好であったこ
とを覚えています。

日本の鉄道運行の正確性は世界的にも有名ですが、2011 年の東海道新幹線の定時到着率（1分ま
での遅れを定時として取り扱った場合）は、0.6 分（定時から約 36 秒）の遅れに留まっているとの
ことです。東海道新幹線では、2013 年2月から自動列車制御装置（ATC）を活用し、地上に設置さ
れたコンピューター端子から、線路の勾配やカーブ、トンネルの情報を読み取り、自動で加減速し
て走る N700A（Advanced）が導入されるとのことです。この自動運転機能を備えた N700 の改良
型車両では、自然災害などでダイヤが乱れた時に自動運転機能を活用するとのこと（平常時に自動
運行機能を活用するとダイヤよりも早く到着してしまうため、平常時には活用しない方針のようで
す）で、更なる定時到着が見込まれそうです。

一方、昨年の台湾新幹線の年間利用者数は延べ 4163 万人で前年より 12.7％増加し、年間運行本
数も前年比、3.39％増の4万 8553 本に達したとのことで、好調ぶりがうかがえます。定時到着率（5
分以内の遅延を定時到着と取り扱った場合）は、2011 年で 99.87％であるとのことです。もちろん
日本の運行システムや運転士さん達の方が先進的であると思いますが、台湾の運転士さん達もなか
なか頑張っているのではないかと思います。

本年5月に、川崎重工業と東芝の企業連合が、台湾高速鉄道から追加の車両を受注したとの発表
がありましたが、今回受注した車両は従来と同型の 700T 形とのことです。将来的には、台湾新幹
線にも改良型車両が導入されて、定時到着率がますますアップすることが期待されます。

日本からの観光客の方にも、是非台湾新幹線に乗車していただき、日本の新幹線技術の優秀さと、
台湾新幹線の快適さを味わっていただきたいと思います。

（総務部次長 三浦 満弥）
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ださい。

　公益財団法人交流協会は外交関係のない日本と台湾との間で、非政府間の実務関係とし
て維持するために、1972 年に設立された法人であり、邦人保護や査証発給関連業務を含め、
日台間の人的、経済的、文化的な交流維持発展のために積極的に活動しています。
　東京本部の他に台北と高雄に事務所を有し、財源も太宗を国が支え、職員の多くも国等
からの出向者が勤めています。

●　●　交流協会について　●　●
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